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１．はじめに 

 

消費者委員会消費者安全専門調査会は、平成２５年１月に「消費者事故未然防止のため

の製品リコール案件等の注意喚起徹底策」についての報告書をまとめた。 
報告書は、消費生活用製品の回収措置に関する情報や注意喚起の情報を的確かつわかり

やすく消費者に伝える仕組みの構築、事故の未然防止のあり方についてまとめたもので、

リコール過程の全般を検討対象とはしていない。また、消費生活用製品に力点を置いてお

り、食品、市販医薬品、自動車、製品以外の設備・施設・役務など全体をカバーするもの

とはなっていない。 
前回の取りまとめに関する審議の後半では、リコール全般にかかる法的整備についての

意見も出されており、前提作業として全体の状況を整理しておく必要があった。 
そこで、短期間ではあるが、食品分野について関係者ヒアリングを実施し、現状を整理

しておくこととした。 
 

２．リコールの考え方 

 

リコールについては、法律で定められた明確な定義はないが、広義には、危害を最小限

にするために必要な是正措置のすべてを指すものと考えられる。 

もっとも狭義には、消費者の手元にあるものでの事故の発生を防止するため、事業者等

が無料で交換や修理・回収等をなすことである。 

 
＜参考＞ 
■消費生活用製品のリコールハンドブック２０１０（経済産業省） 

   本ハンドブックにおいて「リコール」とは、広義にとらえ消費生活用製品による事故の発生及び拡大可能性を最小限にするための事業者（製造事業者、

輸入事業者、流通事業者、販売事業者）による対応をいいます。具体的には、 

① 製造、流通及び販売の停止／流通及び販売段階からの回収 

② 消費者に対するリスクについての適切な情報提供 

③ 類似事故未然防止のために必要な使用上の注意等の情報提供を含む消費者への注意喚起 

④ 消費者の保有する製品の交換、改修（点検、修理、部品の交換等）又は引取り 

を実施することをいいます。 

 

■（消費生活用製品のリコール社告の記載項目及び作成方法(JIS S 0104) 

   リコールとは、次の事項を実施することをいう。 

   ・類似事故未然防止のために必要な使用上の注意などの情報提供を含む消費者への注意喚起 

   ・消費者の保有する製品の回収、交換、改修（点検・修理など）又は引取り 

 ・流通及び販売段階からの回収 

 

■消費者製品リコールに関する供給者向けガイドライン ISO10393（2013年 4月発行） 
 「リコール」は、実際に製品を回収するリコールに加えて、部品交換や修理、更に返金や消費者への告知などのその他の対応も含まれると定義。 
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３．食品リコールの考え方 

 
  食品のリコールには、食品関連法令に基づくリコールと法令に基づかないリコール（事

業者による自主リコール）がある。 

 
（１） 食品関連法令に基づくリコール【参考資料２】 
  食品の衛生、安全については食品衛生法が規定している。食品衛生法第 54条には廃
棄命令等の規定として、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第 6条、第 9条
…に違反した場合においては、…その食品…を廃棄させ、又はその他…食品衛生上の危

害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる」と定めている。 
  食品の表示に関しては主にＪＡＳ法、食品衛生法で規定しているが、表示違反にお

いて回収命令の規定はない。（ＪＡＳ法は、違反表示について改善命令、指示などの行

政処分等が実施できる。） 
  厚生労働省ホームページ「食品衛生法に違反する食品の回収情報」に輸入食品の回

収事例が掲載されており、その数は、2013年 1月から 2013年 8月まで 21件である。 
なお、食品表示法（平成 25年 6月成立・公布。2年以内に施行）においては、第 6
条第 8 項で、表示基準違反で生命又は身体に対する被害が発生するような危険がある
場合は、消費者庁において回収その他必要な措置をとるべき命令、又は期間を定めてそ

の業務の全部若しくは一部を停止すべき命令を発しうるものとしている。 
なお、食品関連法令は、厚生労働省、農林水産省、消費者庁等に所管があり、法執行

の主体としては地方自治体の保健所や農政局と多くの関係機関が存在する。 

 
（２）食品関連法令に基づかないリコール 
  食品衛生法等関連法令に違反、若しくはそのおそれがある場合や、健康に悪影響を

及ぼすおそれがある場合、さらには、コンプライアンスや企業のブランドイメージとい

った社会性の観点から、製造事業者等は自らの判断で、自主的に消費者からその食品等

を回収したり、返金等をしたりすることが行われている。 
農林水産消費安全技術センター（ＦＡＭＩＣ）によると、平成２４年度の食品自主

回収件数は９２０件、その内訳は、「表示不適切」が過半数あるものの、「品質不良」や

「異物混入」がそれぞれ１割弱あり、「規格基準不適合」も２割弱となっている。【参考資料

４】 
都府県、市によっては、自治体による自主回収報告制度【参考資料５】が条例で制定されて

おり、自主リコールを行う事業者は、この制度に沿って必要な情報を自治体へ報告し、

消費者に公開している。 
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４．食品リコールの現状（実態） 

 

（１）食品の不具合や異常に関する情報収集の体制 
食品リコールを実施する端緒となる不具合情報は、どのように入ってくるか、ヒアリン

グ等により情報の流れを確認した。 
事業者の場合、設置しているお客様窓口等に消費者から直接入ってくる場合や、消費者

から申し出を受けた販売・流通事業者からの情報提供がある。 
行政の場合、食品衛生法に基づき保健所の監視員が収去検査などを行い、違反を確認し

た場合、関係省庁へ通知される。また、農政局のＪＡＳ法に基づくモニタリング調査・分

析によるものがある。 
また、健康危害が発生した事例は、消費者本人もしくは医療機関から直接保健所へ入っ

てくる。 
輸入品では、検疫所におけるモニタリング検査も実施している。 

 

（２）食品の自主リコールの判断基準の現状 

 食品の自主リコール実施を判断する要素としては、標準的な判断基準はなく、各々の

要素について検討し、案件毎に判断されているのが現状である。 

 
① 健康危害の程度 

1)不衛生等で食中毒等重篤な健康危害が発生するおそれのある食品は回収される。 
2)アレルゲンの表示漏れは、アレルギー体質の消費者にとっては、重篤な健康危害が
あるため、迅速な情報周知と回収がされている。 

 
② 法令への抵触性 

1)農薬の残留基準値、食品添加物の使用基準値を超えた場合、直ちに健康危害がなく
とも法令違反であるため回収している。 

2)誤って消費・賞味期限を本来の日付よりも長く記載してしまった場合や、期限を存
在しない日付を記載してしまった場合は、製品そのものの安全性が確保されていても

法令違反であるため回収している。 
原材料/原産地の誤表記や原材料の重量割合による記載順序ミス等による回収もある。 

3)異物混入が確認できたものは、法令違反がない場合でも回収している。 

 
③ 発生件数、発生時の態様 
同一ロット内での異常の申し出の数や発生率、発生しているロットの範囲の情報を基

に判断している。また、不具合が顕著化した時期と消費・賞味期限との関係、保管倉

庫や店頭での在庫量もリコール実施の判断に影響する。 
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④ 社会的影響 
上記の他に、コンプライアンスや企業のブランドイメージといった社会性も判断要素

とするケースもある。 

 

（３）食品リコールの周知方法と回収方法 

食品リコールは、前述のとおり、食中毒等の重篤な健康危害が発生するものや、軽微な

印刷ミスによるものまで幅広い理由で行われている。また、対応方法もさまざまで、返金、

代替品提供などの対応が主になされている。 
リコール実施主体である事業者が行う消費者への告知方法は、社告（新聞社告）、記者

会見、自社ホームページ掲載、店頭でのＰＯＰ告知等がある。また、自治体による自主回

収報告制度を利用し、自治体や厚生労働省のホームページ、消費者庁のリコール情報サイ

ト等からも情報を周知させている。 
食品衛生法の残留基準値以上の農薬が検出された食品の自主回収の事例では、社告、店

頭告知や自社ホームページ等による情報周知を行ったものの、回収率にはバラツキがあり、

健康被害がないものは回収率が低い。【参考資料６】 

 
消費者団体が食品の自主回収について、健康危害の有無、法令違反の有無の二つを軸に

調べたところ、健康危害のないものでも回収されているものも多く含まれ、さらに健康被

害も法令違反もない場合でも、事業者が回収をする事例もあった。【参考資料７】 

 

（４）食品リコールの終了・再発防止 

①終了時期 

食品リコールの終了時期は、一般的には消費・賞味期限を目安としているのが現状であ

る。 
自治体の自主回収報告制度の場合は、自治体によっては、自治体への終了報告の際、回

収率や打ち切る理由など届け出を求めているところもある。 
 

② 再発防止に向けた取り組み 
再発防止に向けた取り組みについては、行政（食品衛生法）による回収命令の場合は、

命令後には、保健所による立ち入り検査が追加実施され、必要があれば改善命令が出され

る。 
また、自治体の自主回収報告制度では、報告書に「再発防止のために講じた措置等」を

記載することになっており、再発防止に重点を置いている。（必須記入項目としてない自

治体もある）。 
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５．消費者安全専門調査会における分析 

 
食品リコールの現状調査内容を踏まえ、以下のとおり課題を整理した。 

 
（１）食品リコールの特性 
・健康危害を引き起こすおそれがあることから、その回収には迅速性と徹底性が要求さ

れる。 
・食品は短期で消費されてしまうものが多いため、回収の周知から終了判断に要する時

間はおおむね短い。 
・健康危害の現れ方は、個人の体質や体調、感受性の違いにより、影響の程度が一定で

はないことから、原因の特定が難しい。 
・とりわけ、アレルギーの健康危害は、重篤であるのでアレルギー対応には万全の体制

が必要である。 
・製造段階だけでなく、流通、販売、家庭それぞれの段階での原因によるリコールが発

生しうるため、個別判断・対応が多い。 
・消費生活用製品のリコールとの共通性でいえば、消費者への情報周知が課題である。  

 
（２）食品リコールの現状 
・食品の不具合や異常に関する情報を一元的に管理している機関の存在は、確認できな

かった。 
・リコールには多大なコストもかかることから、小規模、零細事業者には負担が大きい。

したがって自主リコールは、企業によって対応にバラツキが生じている恐れもある。 
・また、自主リコールの場合は、事業者から相談を受けた行政の対応も統一的なものに

なっているか不明な点もある。 
・食品の特性から、事故との因果関係の特定に時間を要したりするので、リコールの充

実だけで、消費者を事故から十分に守ることは難しい。 
・健康危害の原因を究明し、再発防止につなげるには、個別の事案の再発防止だけでな

く、情報収集体制やリコール実施体制、ＨＡＣＣＰの仕組みの導入等が有効という指

摘もあった。 

 

なお、食品の安全を実現するためには、食品リコールだけに頼るのではなく、これらの

製造事業者の生産時、出荷前の安全対策の他、流通・消費段階での安全対策と総合的に取

り組むことが有効であると考える。 
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６．おわりに 

   

リコールの定義は、狭義には、消費者の手元にあるものでの事故の発生を未然に防止す

るため、事業者等が無料で交換や修理・回収等をなすことであり、消費生活用製品、食品、

市販医薬品、自動車、消費生活用製品以外の設備・施設・役務など全体を対象とするもの

である。 
本調査会では、平成２５年１月にとりまとめた「消費者事故未然防止のための製品リコ

ール案件等の注意喚起徹底策」報告書において、「消費生活用製品」のリコール情報の発

信、事故の未然防止の在り方等に力点をおいていたことから、食品分野についてもヒアリ

ングを中心に現状調査を実施することとした。 

その結果、食品は、比較的短期間（消費・賞味期限内）に消費されてしまうことや、個

体差（体質や体調等）があるため事故との因果関係の特定に時間を要したりする等の特殊

性を踏まえ、事故の拡大防止・未然防止を図るより効果的なリコールのあり方について、

以下の検討が必要と考えられる。 

 
・事故情報・不具合情報の一元的収集体制の整備。 
・健康危害の度合いによるリコールの判断基準、実施方法、実施主体等の明確化と迅速性

の確保。 
・食品表示法に、安全性に重要な影響を及ぼす場合には回収命令の規定が入ったことを受

け、施行令（政令）、府令、ガイドライン等における回収規定の整備の必要性。 

 
 なお、調査の過程において、食品は重大事故がいったん発生してしまうと、リコールだけ

では、上記の食品の特殊性から、消費者を食品事故から十分に守ることが難しいことが考え

られることから、再発防止も含めた「食の安全」という観点からの総合的な取り組みの強化

が必要であると考える。 

 
また、リコールへの自主的な取り組みのためのガイドラインや国内・国際規格の策定、法

令運用の改善などのリコールの効果を上げる方法の検討、さらに、事業者、行政のそれぞれ

の責務を定めた包括的な法整備に係る課題についても、引き続き検討することを要望する。 

 
 

以上 
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【参考資料１】　食品リコールに関するヒアリング内容の整理及び委員の意見
平成25年8月22日
消費者委員会事務局

番号 確認事項 ヒアリング先 現状（ヒアリング内容） 委員からの意見 備考

●食品関連法令に基づくリコール

1 現状の法制度 厚生労働省

食品衛生法第54条で廃棄命令等の規定がある。「厚生労働大臣
又は都道府県知事は、営業者が第６条、第９条…に違反した場合
においては、…その食品…を廃棄させ、又はその他…食品衛生上
の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができ
る」と規定されている。

2 厚生労働省
食品衛生法は、国内に流通する食品が対象であり、都道府県知
事、中核市、保健所設置市まで権限がおりており、知事、市長が
命令をすることができる規定になっている。

3 消費者庁
食品表示に関しては、「回収」命令の規定が、現行ではない。
（食品表示法においては、表示基準違反で被害が発生するような
危険がある場合は、回収命令がかけられる）

4 委員発言

食品に関する法律は、JAS法だと品質、食品衛生法だ
と健康被害、景品表示法は表示と様々であり、法律が
別々なので、リコール基本法のようなものをつくって、そ
れにあてはめていくべき。

第23回

5 消費者庁

食品表示法では、アレルギー表示の欠落があった場合は、すべか
らく回収命令がかかるわけではなく、重篤な健康危害の事故がど
の程度起こっているか、含まれている量などを含めて検討してい
る。

回収や指示の判断基準は、かなりケースバイケースで
ある。もし可能であれば、判断する要素（例えば、期限
表示の間違いと不具合が分かった時期の関係、販売し
た量に対してどの程度残っているか表示内容の間違い
である場合は、産地表示の場合とアレルゲンの場合、
それらが、主要原料なのかどうか）を整理してはどう
か。

第22回

6 東京都福祉保健局

食品衛生法により法に違反する食品の廃棄処分や危害除去命令
が法律の条文上、規定されている。
具体的な処分の手続きは、東京都の場合、東京都食品衛生関係
不利益処分取扱要領で規定している。

7 群馬県健康福祉部
食中毒にかかわるものは、厚生労働省が食中毒処理要領を示し
ており、これを基に群馬県では食中毒対策要綱を定めている。
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8 委員発言
都道府県でそれぞれ食品衛生法の県の条例をつくる。それに沿っ
た形で処分を出すことになるので、回収命令は、法律、条例に基
づいて命令はかける。

第23回

●食品関連法令に基づかないリコール

9
自主回収実施の判断基準
は

東京都福祉保健局
自主回収判断は、事業者のコンプライアンスにかかる部分もある
ので事業者の判断に任せている。

10 群馬県健康福祉部

食品製造者等が食品衛生法違反などに気付き、自主的に流通し
た食品の回収を行う。自主回収を行う旨の報告を行政（保健所）に
行うと共に、消費者に積極的な情報提供を行うため、群馬県にお
いても「食品等自主回収報告制度」がある。

●食品リコールの情報収集体制

11 群馬県健康福祉部

収去検査で違反品が発見、また検査によらず、食中毒など健康被
害が発生した場合、不良食品の探知が行われたことになる。これ
を発端にして、食品の製造所が県内になる場合には、群馬県の保
健所が現地に参り立ち入りの検査をし、原因を特定した後に、回
収命令や廃棄命令、または営業停止等の行政処分が行われてい
る。

12 群馬県健康福祉部

加工食品での回収命令を行う場合は、保健所長から命令をかけ
る。これは、回収状況や回収結果について、製造者に保健所長が
報告を求め、確実に行われるように行政が関与している。

13 群馬県健康福祉部

県民の方から保健所等へ申し出がある場合が一番多く、医療機関
からの通報ももちろんあるが、器量期間からは、ある程度複数の
患者が発生した場合に通報する形になるので、県民の方からの申
し出が多いと思う。

14 流通事業者

コールセンターを設けており、そこへ情報が入り、データベース化
することで、関連部門が確認することができるようになっている。
プライベートブランドであれば、社内関連部門で協議し、ナショナル
ブランドであれば、メーカーへ確認することになっている。

●食品リコールの判断基準

15 厚生労働省 回収命令は、食品衛生法第54条に規定される違反があった場合
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16 東京都福祉保健局

自主回収は事業者判断。
東京都としては、食品による健康への悪影響を未然に防止する目
的に自主回収報告を義務付けているのは、食品衛生法に違反し
ている場合、食品衛生法に必ずしも違反していなくても健康への
悪影響のおそれが考えられる場合。判断を押し付けるものではな
い。

17 群馬県健康福祉部

回収命令は、食品衛生法の違反の形態がさまざまで、それの公衆
衛生に与える影響の大きさも大小さまざまなので、目的裁量の余
地があるのが実情である。群馬県では、７つのチェックリストを掲
げ、優れた目的裁量を行う努力をしている。

18 流通事業者

プライベートブランド商品の場合は、１ロット３コ以上の情報があれ
ば検証に入る。
また、経済産業省が出している「リスクアセスメントハンドブック」の
Ｒ－Ｍａｐのような形を使い、お客様に与える「危害の程度」・「その
被害の拡大性」の２軸、そして、コンプライアンスあるいは社会性と
いった問題を回収の判断として用いている。

情報がお客様相談センターに入ってから、判断するま
での時間をいかに短くできるかが食品の課題ではない
か。
工業製品に比べて因果関係が見つけにくいように思う。

第24回

19
消費者団体が考える
判断基準についての提案

消費者団体

回収の判断主体者は事業者とする。判断部分の明確化、どういう
判断材料でそれを判断したのかを事前に決めておく。あるいは、
情報が的確に上がってくる仕組みをつくっておく必要がある。そし
て、「事業者としてブレない判断」も提案している。現在、事業者の
業界基準はあるが、場合によっては消費者の無理な要求や、社会
のあつれきで回収せざるを得ないこともあり、判断が変わってくる
ことがある。
消費者の要求に沿うことがかえって消費者のためにならないことも
実際にはあるので、ぶれない判断をしてほしい。

判断基準はグレーゾーン的な部分があるので、非常に
難しいと思う。「事業者全体で統一された判断基準が必
要である」との提案、確かにそのとおりだが、実際にこう
いう判断基準のとりまとめにあたっては、事業者そのも
のでまとめるのは難しいという話をされた。やはり、ここ
に行政が何らかの形でかかわれる根拠のようなものも
必要になってくるのではないか。

第23回

20 委員発言

自主リコールの判断は基本的には事業者が行うことに
なるが、その基準がばらついて消費者の信頼を損なう
ことのないよう、消費者団体が提案したような業界統一
基準をまとめることが求められる。その取りまとめは業
界のみでは合意が難しい事情もあるため行政が関与
し、消費者の意見も汲んだものとすることが望ましい。

●食品リコールの実施

21 流通事業者

自主回収を開始する場合、所轄の行政機関に届出をする必要が
ある。その際、数量がいくつで場所はどこでなどの情報が必要。直
ちに届けるのではなく、確認した中で届けるため、若干のタイムラ
グは発生する。ただ、店頭においては直ちに撤去を行う。そのた
め、回収と店頭撤去で若干ずれることはある。
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22 流通事業者
食中毒を起こす等、致命的であったり、大きな問題が発生した場
合は、通常の管理ではなく、全く違ったところで、リスクマネジメント
規定の中で書いているが、直ちに組織を立ち上げて対応する。

23 群馬県健康福祉部

ロット番号はわかるものと、わからないものがある。
分からない食品の回収については、例えば賞味期限が何月何日
のものということで、賞味期限を打った日にちを一つのロットと考え
る。

製品だったら必ず製品番号がわかるところに書いてい
るが、加工食品は、どんなものでも消費者はロット番号
がわかるようになっているか。

第23回

24 委員発言

法令違反が軽微なものまで自主回収するのは自主回
収しても体力があるような大手の対応ではないか。零
細事業者の実態はどうなっているのか現状を把握する
べき。

25
事業者・流通事業者などの
協力体制は

流通事業者

ナショナルブランドに関しては、メーカーから協力要請があれば、
店頭へのＰＯＰでの告知や、回収の手伝い（問屋への返品）を行っ
ている。
明らかに健康被害を及ぼすような商品の場合は、被害の拡大を防
ぐ観点からいったん店頭から撤去した上で、メーカーの対応を待
つ。

26 群馬県健康福祉部

全国食品安全自治ネットワークを平成１４年から群馬県が事務局
となって運営を行っている。食品は県境を越えて広域に流通してい
るので、一つの地域で発生した課題はやはり全国共通の課題とな
る。

第23回

27
消費者への情報周知はどう
なっているか

東京都福祉保健局
事業者による社告、ホームページ掲載および行政ホームページへ
の掲載

28 流通事業者

プライベートブランドでの告知方法は、社告、記者会見、ホーム
ページがある、また、直ちに行える店頭での告知もある。
社告は、２紙以上、対象エリアで７０％以上のシェアを持つ形でし
らせる。また、ホームページに公開した場合は、関係行政機関に
連絡する。そして、アレルギー事故の場合、アレルギーのＮＰＯの
協力を得て、そこのホームページに掲載させていただく対応も行っ
ている。

29 ホームページ 厚生労働省

食品衛生法に違反する食品の回収情報を厚生労働省のホーム
ページでも紹介している。当然、都道府県知事等が回収等の命令
をした場合には、それぞれの自治体で公表されるが、それらを厚
生労働省にもお知らせをいただいて、紹介している。
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30 東京都福祉保健局

条例に基づく都独自の制度として自主回収の報告制度がある。
（平成16年11月施行）
これは食品の生産者や製造者等が健康への悪影響を未然に防止
する観点から食品等を自主回収する場合に都への報告を義務付
ける制度で、報告された内容を東京都のホームページに掲載し、
都民への情報提供を実施している。

東京都の自主回収報告制度は、とても良いものだと
思っている。ぜひこれは消費者庁にやっていただきたい
制度と思っている。

第22回

31 群馬県健康福祉部

回収命令がかけられた場合の情報提供については、回収命令が
行われると、報道機関への資料提供と県ホームページに掲載する
とともに、当該品が流通している流通先の自治体に情報の送付を
行っている。（県へのホームページ掲載は無料）

32 東京都福祉保健局
自主回収報告制度は、東京都以外では約３０の自治体が制度を
つくっている。

33 消費者庁消費者安全課

リコール情報サイトには、「重要なお知らせ」欄に、リコール品であ
りながら重大事故を起こしたらトップに表示されるような形でお知ら
せしている。
食品の場合、賞味期限が違う中でいつまで情報を載せておくかは
考えたいと思っている。

リコール情報を１年なり振り返ってみて、どんなリコール
が多かったか、原因はどうだったか、再発があったかな
どをレビューすることは、再発防止や事故の未然防止
に役立つのではないか。

第24回

34 委員発言

リコール情報サイトにアーカイブ機能を持たせると、今１
８００件ぐらいの情報が、継続すると何万件にも増えて
いく。それで、分析や検索に活用できるようなことも考え
てもよいのではないか。

第24回

35 委員発言

原材料の順番を間違えた、期限表示を間違えたという
自主回収は多い。では、なぜ間違いが多いのか、間違
えるべきではないということを消費者庁からメーカーへ
伝えていただきたい。

第24回

36 委員発言

消費者庁のリコール情報サイトは、回収の告知機能が
主だが、回収率や原因究明の結果、再発防止策などに
ついて情報を収集し、類似の事故や重大事故の発生防
止、安全性確保につなげるのが良い。

37 消費者庁消費者安全課

リコールメールサービスの登録が出来るしくみがある。その中に
は、高齢者と子どもに分けて情報も整理されており、メールの配信
も分かれている。
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38 リコール社告 農林水産省消費・安全局

新聞へのリコール社告を出す際に、より消費者にとって分かりや
すいものとして伝え被害の未然防止に資するため、リコール社告
JISを参考に、食品リコールにおける記載例を作成し、4月に農林
水産省のホームページに掲載するとともに、関係部局を通して食
品事業者団体に周知している。
ただし、社告は自主性が大きいため、参考としての記載例となり、
最終的に採用するかどうかは、企業の判断となる。

シンプルに同じ内容を伝えれば、半分から3分の2でこ
の内容が伝わり、同じスペースで大きな文字になるか
ら、もっとアピールできるのではないか。見直しが行わ
れるのであれば、そういう観点から見てはどうか。

第25回

39 農林水産省消費・安全局

リコール社告で特に注意してほしいところには、記載例に吹き出し
をつけている。
・一般の社告と区別をつけるためにリコール社告と表記する
・消費者にどの製造業者の何の製品についてリコールなのかをま
ず気づいてもらうために、どの食品をリコールするのかタイトルに
入れる（会社名も入れる）
・回収（または交換等）する旨をタイトルに入れる
・特に危険性（健康被害）がある場合には、その旨を明示する
・事故の概況、どのような危険があるのか、ある場合、喫食の中止
を呼びかける
・どの商品かを速やかに特定するために、できるだけイラスト等を
記載する
・複数の連絡先を記載する

40 農林水産省消費・安全局

食品事業者が食品の回収等の事態が発生した場合、リコール社
告の記載例を活用していただき、消費者にとってわかりやすい社
告を発出してもらい、円滑な回収と消費者被害の未然防止につな
げ、一方で、事業者にとってその対応が消費者から評価を受け、
事業者の健全な発展にもつながったらよいと考える。

41 委員発言

新聞社告の場合、表現の方法はほとんど広告代理店
で行っているのではないかと思うため、このような形の
表現をなるべく使ってほしいというような大手の広告代
理店筋への要請は有効だと思う。

第25回

42 委員発言

農水省として通知を出してから3年も経っているため、
記載例に沿ってやってくださいと、もう少し監督官庁して
指導すべきではないかと思う。
いわゆる日用品の場合もほとんどが自主回収だが、き
ちんと自主社告ができている一方、なぜ食品だとできな
いのか。

第25回
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43 委員発言

リコール社告JISをなぜ守られていないのかという点を
きちんと議論する必要がある。
社告を含め、いろいろなルートで伝えることが大事であ
り、ルートに合った伝え方があると思う。その辺りも含め
た議論が必要である。

第25回

44 委員発言

色々な事業者にきちんとしたリコール社告を出してもら
うためには、もう少しパターンを分けたような文例の指
導などができないか。
消費者に冷静な対応を求めるために「健康被害の恐れ
はございません」と入れるのは、事業者の社告への対
応を誤った方向へ引っ張ることもあるので、慎重な対応
ができないか。

第25回

45 委員発言

社告で一体どうしたいのか、レベルによって、知らせる
緊急度、内容の深さが変わってくる。1つのパターンで
全部を含めようとすると、当てはまらないものが出てくる
ため、知らせる内容の重要性、何を伝えるかを整理した
ほうが、標準的なスタイルが決めやすいのではないか。

第25回

46 委員発言

本当に危険な事案なのか、それとも自主回収に任せる
のかで話が違う。命令権限があって命令できるけれど
も、企業のほうが自主回収する場合は、リコール社告
はこのようにしてくださいと指導をして、本当に危機感の
あふれたものにしてもらう、危険性が大きくない自主回
収であれば、企業文化にのっとって行う、区別をしてお
かないと、ただ書けと言っても状況は変わらないように
思う。
しかし、本当に危険な回収の場合に命令権限が農水省
にないということが根本的問題である。

第25回

47
広報のあり方はどうあるべ
きか

東京都福祉保健局

東京都の条例では、「緊急性を考慮して報道機関への発表を行う
場合もある」と記載している。食中毒に結びつくのではないかと
か、危害が大きく広がるのではないかとか、緊急性があるという判
断の場合は、記者会見を開いてプレス発表を行うこともある。

48 東京都福祉保健局

社告には、コストが大きくかかる。大手メーカーだと各メディアに大
きな記事を載せることはできても、零細企業ではとてもできないし、
自ら公表するのはなかなか難しい。そういった点をカバーする制度
としても自主回収報告制度は利用してもらえるのではないか。
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番号 確認事項 ヒアリング先 現状（ヒアリング内容） 委員からの意見 備考

49
消費者団体が考える
リコール対応の提案

消費者団体

1．リコール：何か問題があったときに、商品による影響を最小限に
するための必要な是正処置
２．回収：消費者の手元から回収すること
３．新規販売停止：消費者の手元からの回収というのは必要ない
が、何らかの法令違反や問題があって、新規に売ってはいけない
もの。

50 消費者団体

残留農薬や抗生物質等の基準違反でADI（１日摂取許容量）との
関係で、それを超えるのは法令違反だが、必ずしも健康被害では
ないもの。あるいは、毛髪、紙、ビニール等の混入ミスで法令等の
問題はあるが、健康被害がないもの等何でも回収している。
回収の判断基準は健康被害の可能性があるかどうかとすべきで、
その他の付随する問題は、別の解決方法を取るべき課題ではな
いかと考えている。
（法令違反だが、健康被害がなければ回収する必要はない。だ
が、法令違反についての責任は別の形でとるべき）

事業者としては、物をつくるときに法律というのは非常
に重要で、それをクリアーしないものを出すことは事業
者側の良心にとがめる。やはり法律違反はリコール対
象だと思う。そうでないと、何を基準にものをつくってい
いかわからなくなる。健康に影響しないならば、法律を
改正する方に動くべきであって、その法律が生きている
間は、法律違反もリコール対象にすべき。

第23回

51 委員発言

残留農薬や食品添加物の基準値を超え、法令違反で
はあるが、健康危害のおそれはかなり低い場合、どう
判断するか。基準値の設定根拠である健康影響評価に
おいて、人が一生涯摂取し続けても健康に影響がない
量（ADI）が設定され、基準値は、ADIよりもはるかに少
ない量で設定されている。
リスク管理に用いる基準値を回収の必要性の判断に用
いるかどうか。回収以外の選択肢はないのか。

52 委員発言

表示ミスに代表されるように、法令違反ではあるが健康
危害がないことが明らかなケースについて、回収という
選択肢以外にないのか。内容物に問題がない（食べて
も問題がない）食品を廃棄することについて、検討の余
地はないのか。

53 委員発言

アレルゲンの表示漏れは、法令違反ではあるが、アレ
ルゲンを持たない人にとっては、明らかに健康危害の
おそれはないため、対象製品すべてを回収するという
方法ではなく、健康危害のおそれがある人のみ対応す
るという方法もあるのではないか。むしろ、その情報を
必要とする人に適切に伝えることの方が重要。

8/12
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番号 確認事項 ヒアリング先 現状（ヒアリング内容） 委員からの意見 備考

54 委員発言

誤って消費・賞味期限を本来の日にちよりも短く記載し
てしまった場合や存在しない日にちを記載してしまった
場合、是正は必要だが、正しい日にちを伝えれば済む
こと。消費者が希望する場合のみ交換対応で良いので
はないか。

55 リコール実施に関する意見 委員発言

食品は消費するまでの期間が短いことが多いため、リ
コールを実施する場合は、迅速性を最大限重視すべき
である。そのためには、製造者から販売店までのトレー
スを確実に行えるようにしておくことが重要ではない
か。

第25回

56 委員発言

自主回収が実施されたのであれば、その周知方法を含
めて、回収プロセスの妥当性を評価すべき。社告を出し
て回収すれば良いというのでは安全性の確保はできな
い。

57 委員発言
食品の特性ゆえに、ガイドライン等で迅速性確保の手
順を綿密に確認することを推奨しておく必要があるので
はないか。

58 委員発言
自主リコールの場合でも迅速なリコール実施を行政が
促せる根拠を法的に整備しておく必要があるのではな
いか。

●食品リコールの終了・再発防止

59
回収率の考え方はどうなっ
ているか

消費者庁
消費期限が過ぎると直ちに存在しないものとみなして100％措置と
するのではなく、具体的な危険を加味しながら考えていくべき。

60 東京都福祉保健局

販売伝票と返品伝票等にて確認する。ただ、消費されてしまったも
のは、やむを得ないものなので、そこが基本的な判断になる。ただ
し、明確にわからないケースも実際にはある。

61 群馬県健康福祉部

自主回収では、着手報告と終了報告の２つをもらう形になってい
る。終了報告の場合は、何でここで打ち切るのか、幾つ回収して、
もう市場には残っていないことを確認できたという根拠を製造者へ
確認し終了させている。

62 流通事業者

チョコレートケーキへの落花生アレルゲンの微混入の事例では、２
６０万個の対象に対し、５７万個の回収（回収率２２％）であったり、
ウーロン茶への残留農薬検出（健康危害なし）は、１５０万個に対
し、３．４万個（回収率２．３％）の例もある。

9/12
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番号 確認事項 ヒアリング先 現状（ヒアリング内容） 委員からの意見 備考

63 委員発言 販売量と回収量は確実に把握させるべきである。

64 委員発言
東京都が実施しているような、返品伝票等の資料によ
る確認をガイドライン等で推奨することが望ましい。

65 回収済み品の処分確認 東京都福祉保健局

廃棄の確認については、産廃事業者に廃棄をお願いして、マニュ
フェスト、いわゆる処理証明をつけて確認している。昔は、現場ま
で行って、それを焼却されるとか廃棄して処理するところまで監視
員が立ち会っていた。

66 群馬県健康福祉部
回収命令の場合、ゴミ処分場に投げ込むところまで確認するケー
スもあるが、廃棄命令までは出さない。

67 流通事業者
流通のルートが冷蔵や冷凍の場合、回収されるときには、必ずし
も温度帯が守られていないので、当然廃棄を行う。

68 再発防止に向けた取り組み 東京都福祉保健局

・食中毒発生による行政処分の場合、改善命令後、年12回の立ち
入り検査を実施
・自主回収制度には、自主回収終了報告書の中に再発防止のた
めに講じた措置の記載箇所がある（但し、必須記入項目ではない）

69 委員発言

事業者の規模や回収の理由によって、再発防止策のレ
ベルが違うのではないか
科学的・疫学的な原因究明は、どこまでやったら終了と
考えられるのか。

70 委員発言
回収は不具合に対する処置の手段の1つにすぎない。
最も大事なことは、原因究明と再発防止の対策である
ことを事業者、流通、消費者、行政が認識すべき。

71 委員発言
食品リコールの原因はフードチェーンの中の様々な工
程で起こるため、原因分析は個別に行って教訓化し、
事例として蓄積する必要がある。
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番号 確認事項 ヒアリング先 現状（ヒアリング内容） 委員からの意見 備考

●その他・全般的な意見

72 法令整備 委員発言

自主回収のところで、積極的に取り組む事業者とそうで
ない事業者の格差が目立ってきている。したがって、何
らかの法的な裏付けをもってきちんと自主回収をしてい
ただく場合とそうでない（拘束義務的回収の）場合、そう
いった区分を法的な裏付けでもって整理してほしい。

第23回

73 委員発言

食品業界において、流通事業者のリコール関連責任は
明確になっていないようである。工業製品では、消費生
活用製品安全法で製品事故が発生した場合という限定
付きながら関連情報を消費者に提供する努力義務規
定を置いているが、ルール化は一般的ではなく、リコー
ル関連法にばらつきがあるのが現状ではないか。
食品を含むリコール一般の在り方について法的整備を
検討すべき段階にきていると考える。

74 委員発言
回収は健康被害だけであって、財産被害が何も入って
いない。それをどうするかということも考えた方がいい。

第23回

75 委員発言

ヒアリングをおこなって工業製品と食品についてはかな
り共通点が多い。以前議論した、リコール基本法を含む
法的整備の問題は、今後の課題として専門調査会の報
告書にも記載されているので、何らかの形で機会をつ
くっていただけるものと強く期待する。

第23回

76 委員発言

食品と製品というのは大きな部分かもしれないが、サー
ビスも出てきているし、施設、遊具、公園、いろいろなも
のが出てきているので、この辺りを外すのではなく、一
緒に入れて一元的にした方が効率的と思う。

第23回

77 消費者安全課

リコール基本法は、さまざまな形でのリコール、自主回収もある中
で、一定の形を定めることが可能か、法律の形をとるのが最適か
非常に難しい議論があると思う。
法律として定めるのであれば、一定の法律事項がなければならな
い、法律事項のない法律は制定できないというのが、議員立法で
あれ、内閣提出法案であれ、どちらも共通のもの。
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番号 確認事項 ヒアリング先 現状（ヒアリング内容） 委員からの意見 備考

78 委員発言

食品のリコールは対象事象が様々であり、重篤な健康
被害があって緊急性を要するものか、本当にリコールを
出さないといけないものか、事象により検討すべき課題
や問題点が違うと思う。

79 委員発言

食品には消費期限、賞味期限があり、もたもたしている
と、リコールを開始した時には、商品の大半が市場から
消えていることになる。したがって、食品の安全、消費
者の安全を実現するためには、食品の製造段階での安
全対策、出荷前の安全検査、流通段階での保管の指
導に力点を置くべきであり、リコールに頼ろうとするのは
危ういと考える。

80 委員発言

製造段階だけでなく、輸送・保管・販売それぞれの段階
での原因によるリコールが発生しうるため、リコールの
判断主体と実施主体、リコールの対象範囲設定などが
区々で、個別判断・対応が多い。したがって、「統一的
な判断基準」の策定は非常に困難と思われる。

81 委員発言

ISO10393のリコールガイドラインでは、リコールに責任
を持つ主体はサプライヤー（サプライチェーン内のすべ
ての企業）となっている。サプライヤーとサプライチェー
ンの存在をどう考えるかをよく議論したほうがいいので
はないか。

第25回
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【参考資料２】　食品関連の主な法令とリコール（回収等）に関する記載内容
平成25年8月22日

■理念法・一般法 消費者委員会事務局

下位規範等

消費者庁 消費者基本法
（安全の確保）
第十一条 　国は、国民の消費生活における安全を確保するため、商品及び役務についての必要な基準の整備及び確
保、安全を害するおそれがある商品の事業者による回収の促進、安全を害するおそれがある商品及び役務に関する情報
の収集及び提供等必要な施策を講ずるものとする。

消費者庁 食品安全基本法
（食品関連事業者の責務）
第八条 　肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある農林漁業
の生産資材、食品（その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。）若しくは添加物（中略）又は器具（中略）若し
くは容器包装（中略）の生産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事業者（中略）は、基本理念にのっとり、その事業活
動を行うに当たって、自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食の安全性を確保
するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する。

【閣議決定】
食品安全基本法第２１
条第１項に規定する基
本的事項

第２　国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に基づいた施策の策定（法第１２条関係）
（４）消費者庁は、食品に起因する消費者事故について、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他
の法律の規定に基づく措置がある場合であるか否かを迅速に確定し、他の法律の規定に基づく措置がない場合にあって
は、消費者安全法（平成２１年法律第５０号）の規定に基づく勧告及び命令等を行うことにより対応する。

消費者庁 消費者安全法
（事業者に対する勧告及び命令）
第四十条 　内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生した場合（中略）におい
て、重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該商品等（中略）又は役務を供給
し、提供し、又は利用に供する事業者に対し、当該商品等又は役務につき、必要な点検、修理、改造、安全な使用方法の
表示、役務の提供の方法の改善その他の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
２ 　内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった
場合において、重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、
その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

（罰則）
第五十一条 　第四十条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

要件の定め：
消費者安全法施行令第
５条

リコール（回収）に関連する規定 参考

消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の
格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消
費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念
を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかに
するとともに、その施策の基本となる事項を定めることによ
り、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の
推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保
することを目的とする。

食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、関係者の責
務および役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基
本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関す
る施策を総合的に推進することを目的とする。

消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保
するため、内閣総理大臣による基本方針の策定について定
めるとともに、都道府県及び市町村による消費生活相談等の
事務の実施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に
関する情報の集約等、消費者安全調査委員会による消費者
事故等の調査等の実施、消費者被害の発生又は拡大の防
止のための措置その他の措置を講ずることにより、関係法律
による措置と相まって、消費者が安心して安全で豊かな消費
生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的と
する。

所管 法令 法令の概要
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■食品一般を対象とする法令

下位規範等

厚生労働省 食品衛生法
（食品等事業者の責務）
第三条（略）
３ 　食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都
道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ず
るよう努めなければならない。

（廃棄処分・危害除去命令）
第五十四条 　厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第六条、第九条、第十条、第十一条第二項若しくは第三
項、第十六条若しくは第十八条第二項の規定に違反した場合又は第八条第一項若しくは第十七条第一項の規定による
禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又は
その他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
２ 　内閣総理大臣又は都道府県知事は、営業者が第二十条の規定に違反した場合においては、営業者若しくは当該職
員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示若しくは
広告による食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。

（罰則）
第七十一条　次の各号のいずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
三 　第五十四条第一項（中略）の規定による厚生労働大臣若しくは都道府県知事（中略）の命令若しくは第五十四条第二
項（中略）の規定による内閣総理大臣若しくは都道府県知事の命令に従わない営業者（中略）又は第五十五条（中略）の
規定による処分に違反して営業を行つた者

第七十八条 　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられ
るべきときは、その人については、この限りでない。
一 　第七十一条又は第七十二条（略）　一億円以下の罰金刑

第１１条第３項
→農薬取締法、飼料安
全法、薬事法を引用

（有毒・有害物質の混入防止措置等に関する基準）
第五十条 　（略）
　２ 　都道府県は、営業（中略）の施設の内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関
し、条例で、必要な基準を定めることができる。
　３ 　営業者（中略）は、前二項の基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。

食品等事業者が実施
すべき管理運営基準に
関する指針(ガイドライ
ン)

10 回収・廃棄
（１） 販売食品等に起因する食品衛生上の問題が発生した場合において、消費者に対する健康被害を未然に防止する観
点から、問題となった製品を迅速かつ適切に回収できるよう、回収に係る責任体制、具体的な回収の方法、当該施設の
所在する地域を管轄する保健所等への報告等の手順を定めること。
（２） 販売食品等に起因する食品衛生上の危害が発生した場合において、回収された製品に関し、廃棄その他の必要な
措置を的確かつ迅速に行うこと。
（３） 回収された当該品は、通常製品と明確に区別して保管し、保健所等の指示に従って適切に廃棄等の措置を講ずるこ
と。
（４） 回収等を行う際は、必要に応じ、消費者への注意喚起等のため、当該回収等に関する公表について考慮すること。

食品衛生法第５０条第２
項に基づき、都道府県、
指定都市および中核市
が営業施設の衛生管理
上講ずべき措置を条例
で定める場合のガイドラ
イン

食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規
制その他の措置を講じることにより、飲食に起因する衛生上
の危害の発生を防止し、もって、国民の健康の保護を図るこ
とを目的とする。

リコール（回収）に関連する規定 参考所管 法令 法令の概要
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■食品一般を対象とする法令

所管 法令 リコール（回収）に関連する規定 参考

農林水産省 農林物資の規格
化及び品質表示
の適正化に関す
る法律（JAS法）

（改善命令等）
第十九条の二 　農林水産大臣は、第十四条第一項の認定を受けた農林物資の製造業者等（以下「認定製造業者等」と
いう。）、同条第二項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者（以下「認定生産行程管理者」という。）若しくは同条第
三項の認定を受けた農林物資の流通行程管理者（以下「認定流通行程管理者」という。）の行う同条第一項から第三項ま
での規定による格付（中略）、第十五条第一項の認定を受けた農林物資の小分け業者（以下「認定小分け業者」という。）
の行う同項の規定による格付の表示又は第十五条の二第一項の認定を受けた指定農林物資の輸入業者（以下「認定輸
入業者」という。）の行う同項の規定による格付の表示が適当でないと認めるときは、当該認定製造業者等、認定生産行
程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者又は認定輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付
の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。

（罰則）
第二十七条 　次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 　第十九条の二の規定による格付の表示の除去又は抹消の命令に違反した者

（表示に関する指示等）
第十九条の十四 　第十九条の十三第一項若しくは第二項の規定により定められた同条第一項第一号に掲げる事項（以
下「表示事項」という。）を表示せず、又は同項若しくは同条第二項の規定により定められた同条第一項第二号に掲げる
事項（以下「遵守事項」という。）を遵守しない製造業者等があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣（中略）は、当該
製造業者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
２ 　第十九条の十三第三項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない製造業者等があるときは、内閣
総理大臣又は農林水産大臣は、当該製造業者等に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができる。
４ 　内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をと
らなかつたときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

（罰則）
第二十四条 　次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
八 　第十九条の十四第四項の規定による命令に違反した者

第二十九条 　法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同
じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
て、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑
を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 　第二十三条の二又は第二十四条（第八号に係る部分に限る。）　一億円以下の罰金刑

（名称の表示の除去命令等）
第十九条の十六 　農林水産大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定め
る名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託
若しくは販売のための陳列を禁止することができる。

（罰則）
第二十七条 　次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
三 　第十九条の十六の規定による処分に違反した者

農林物資の規格を制定し、これを普及させることによって、農
林物資の品質改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び
使用または消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に
関する適正な表示を行わせることによって一般消費者の選択
に資し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とす
る。

法令の概要
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■食品一般を対象とする法令

所管 法令 リコール（回収）に関連する規定 参考

消費者庁 健康増進法
（誇大表示の禁止）
第三十二条の二 　何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果
その他内閣府令で定める事項（中略）について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をし
てはならない。

（勧告等）
第三十二条の三 　内閣総理大臣は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保
持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表
示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
２ 　内閣総理大臣は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき
は、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

（罰則）
第三十六条の二 　第三十二条の三第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰
金に処する。

消費者庁 食品表示法案
【未制定】

（指示等）
第六条 　食品表示基準に定められた第四条第一項第一号に掲げる事項（以下「表示事項」という。）が表示されていない
食品（酒類を除く。以下この項において同じ。）の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に
食品表示基準に定められた同条第一項第二号に掲げる事項（以下「遵守事項」という。）を遵守しない食品関連事業者が
あるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣（中略）は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項
を遵守すべき旨の指示をすることができる。
３　表示事項が表示されていない酒類の販売をし、又は販売の用に供する酒類に関して表示事項を表示する際に遵守事
項を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は財務大臣（中略）は、当該食品関連事業者に対し、表
示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
５　内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をと
らなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
８　 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他
の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った
表示がされていない食品の販売をし、又は販売をしようとする場合において、消費者の生命又は身体に対する危害の発
生又は拡大の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、当該食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必
要な措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

（罰則）
第十七条　第六条第八項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又は
これを併科する。

第二十二条　法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同
じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し
て、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑
を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一　第十七条　三億円以下の罰金刑

我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に
伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していること
にかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本
的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民
の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向
上を図ることを目的とする。

法令の概要

食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び
自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な
役割を果たしていることに鑑み、販売の用に供する食品に関
する表示について、基準の策定その他の必要な事項を定め
ることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の
増進を図るとともに、食品衛生法、健康増進法及び農林物資
の規格化等に関する法律による措置と相まって、国民の健康
の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並び
に消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与すること
を目的とする。
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■特定の食品を対象とする法令

所管 法令 リコール（回収）に関連する規定・条文 参考

農林水産省 牛の個体識別に
関する情報の管
理及び伝達に関
する特別措置法
（牛トレーサビリ
ティ法）

（販売業者による個体識別番号の表示等）
第十五条　販売業者は、特定牛肉の販売をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定牛肉若しくはその
容器、包装若しくは送り状又はその店舗の見やすい場所に、当該特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示しなければな
らない。
２　前項の場合においては、販売業者は、一の特定牛肉について一の個体識別番号を表示しなければならない。ただし、
次に掲げる要件のいずれにも該当する特定牛肉の販売をするときは、一の特定牛肉について二以上の個体識別番号を
表示することができる。
一　いずれの牛から得られたものであるかを識別することが困難な特定牛肉であること。
二　農林水産省令で定める頭数以下の牛から得られた特定牛肉であること。
４　前項の場合には、販売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その氏名又は名称を併せて表示するとともに、当
該特定牛肉の販売の相手方、消費者その他の者の求めに応じ、当該荷口番号に対応する個体識別番号を明らかにしな
ければならない。ただし、他の者が定めた荷口番号を表示する場合において、農林水産省令で定めるところにより、当該
他の者の氏名又は名称を表示したときは、この限りでない。

（勧告及び命令)
第十八条　農林水産大臣は、と畜者が第十四条第一項又は第二項の規定を遵守していないと認めるときは、当該と畜者
に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
２　農林水産大臣は、販売業者が第十五条第一項、第二項又は第四項の規定を遵守していないと認めるときは、当該販
売業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
４　農林水産大臣は、前三項に規定する勧告を受けたと畜者、販売業者又は特定料理提供業者が、正当な理由がなくて
その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該と畜者、販売業者又は特定料理提供業者に対し、その勧告に係る措置を
とるべきことを命ずることができる。

（罰則）
二十三条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
三　第九条第四項又は第十八条第四項の命令に違反した者

農林水産省
消費者庁

米穀等の取引等
に係る情報の記
録及び産地情報
の伝達に関する
法律（米トレーサ
ビリティ法）

（一般消費者に対する産地情報の伝達）
第八条 　米穀事業者（中略）は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供をするときは、農林物資の規格化及
び品質表示の適正化に関する法律 （中略）第十九条の十三第一項から第三項までの規定により定められた品質に関す
る表示の基準又は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 （中略）第八十六条の六第一項 の規定により定められ
た酒類の表示の基準に従って当該指定米穀等の産地を表示しなければならない場合を除き、主務省令で定めるところに
より、その包装又は容器への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該一般消費者に伝達しなければな
らない。

（勧告及び命令）
第九条 　主務大臣は、米穀事業者が前条第一項の規定を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要
な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
２ 　主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた米穀事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったと
きは、当該米穀事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

（罰則）
第十二条 　次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
四 　第九条第二項の規定による命令に違反した者

法令の概要

この法律は、米穀事業者に対し、米穀等の譲受け、譲渡し等
に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けることに
より、米穀等に関し、食品としての安全性を欠くものの流通を
防止し、表示の適正化を図り、及び適正かつ円滑な流通を確
保するための措置の実施の基礎とするとともに、米穀等の産
地情報の提供を促進し、もって国民の健康の保護、消費者の
利益の増進並びに農業及びその関連産業の健全な発展を図
ることを目的とする。

牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関
する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症の蔓延を
防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に関
わる当該個体の識別のための情報の提供を促進し、もって、
畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益
の増進を図ることを目的とする。
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■特定の食品を対象とする法令

所管 法令 リコール（回収）に関連する規定・条文 参考

財務省 酒税の保全及び
酒類業組合等に
関する法律

（酒類の表示の基準）
第八十六条の六 　財務大臣は、前条に規定するもののほか、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため
酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒
類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を定めることができる。
３ 　財務大臣は、第一項の規定により定められた酒類の表示の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者があ
るときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の指示をすることができる。

（酒類の表示に関する命令）
第八十六条の七 　財務大臣は、前条第三項の指示を受けた者がその指示に従わなかつた場合において、その遵守しな
かつた表示の基準が、同条第一項の表示の基準のうち、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため特に
表示の適正化を図る必要があるものとして財務大臣が定めるもの（以下「重要基準」という。）に該当するものであるとき
は、その者に対し、当該重要基準を遵守すべきことを命令することができる。

（罰則）
第九十八条 　次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 　第八十六条の七の規定による命令に違反した者

厚生労働省 薬事法
(販売、授与等の禁止)
第五十五条　第五十条から前条までの規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、
若しくは陳列してはならない。
２　模造に係る医薬品、第十三条の三の認定を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製造された医
薬品、第十三条第一項若しくは第六項の規定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第九項(第十九
条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項若しくは第二十三条の二第一項若しくは第四項の
規定に違反して製造販売をされた医薬品についても、前項と同様とする。

（承認前の医薬品等の広告の禁止）
第六十八条 　何人も、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第十
四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認又は第二十三条の二第一項の規定による認証を受けていな
いものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

（廃棄等）
第七十条　厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を業務上取り扱う者に対し
て、第四十三条第一項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医薬品、同項の規定に違反して販売され、若
しくは授与された医薬品、同条第二項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医療機器、同項の規定に違反
して販売され、賃貸され、若しくは授与された医療機器、第四十四条第三項、第五十五条（中略）、第五十六条（中略）、第
五十七条第二項（中略）、第六十五条若しくは第六十八条の六に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機
器、第二十三条の四の規定により製造販売の認証を取り消された医薬品若しくは医療機器、第七十四条の二第一項若し
くは第三項第二号（中略）、第四号若しくは第五号（中略）の規定により製造販売の承認を取り消された医薬品、医薬部外
品、化粧品若しくは医療機器、第七十五条の三の規定により第十四条の三第一項（中略）の規定による製造販売の承認
を取り消された医薬品若しくは医療機器又は不良な原料若しくは材料について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の
発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。

食品が専ら医薬品として
使用される成分を含有し
ていたり医薬品的な効
能効果を標榜したりした
場合には無承認医薬品
として薬事法違反となる
が、効能効果の広告の
みでは回収に関する第
７０条は適用されない。

酒税が国税収入のうちにおいて占める地位にかんがみ、酒
税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設
立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事
業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等
に対して必要な措置を講ずることができるようにし、もつて酒
税の確保及び酒類の取引の安定を図ることを目的とする。

法令の概要

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性
及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定
薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必
要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のため
に必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること
を目的とする。
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■広く商品等を対象とする法令

所管 法令 リコール（回収）に関連する規定 参考

経済産業省 計量法
（密封をした特定商品に係る特定物象量の表記）
第十三条 　政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その特定商品をその特定物象量に関し密封（中略）をする
ときは、量目公差を超えないようにその特定物象量の計量をして、その容器又は包装に経済産業省令で定めるところによ
りこれを表記しなければならない。
２ 　前項の政令で定める特定商品以外の特定商品の販売の事業を行う者がその特定商品をその特定物象量に関し密封
をし、かつ、その容器又は包装にその特定物象量を法定計量単位により表記するときは、量目公差を超えないようにその
表記する特定物象量の計量をし、かつ、その表記は同項の経済産業省令で定めるところによらなければならない。

（輸入した特定商品に係る特定物象量の表記）
第十四条 　前条第一項の政令で定める特定商品の輸入の事業を行う者は、その特定物象量に関し密封をされたその特
定商品を輸入して販売するときは、その容器又は包装に、量目公差を超えないように計量をされたその特定物象量が同
項の経済産業省令で定めるところにより表記されたものを販売しなければならない。
２ 　前項の規定は、前条第一項の政令で定める特定商品以外の特定商品の輸入の事業を行う者がその特定物象量に
関し密封をされたその特定商品を輸入して販売する場合において、その容器又は包装にその特定物象量が法定計量単
位により表記されたものを販売するときに準用する。

（勧告等）
第十五条 　都道府県知事又は特定市町村の長は、第十二条第一項若しくは第二項に規定する者がこれらの規定を遵守
せず、第十三条第一項若しくは第二項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第一項若しくは第二項に
規定する者が同条各項の規定を遵守していないため、当該特定商品を購入する者の利益が害されるおそれがあると認め
るときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
２ 　都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従
わなかったときは、その旨を公表することができる。
３ 　都道府県知事又は特定市町村の長は、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定
を遵守していないため第一項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったと
きは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

（罰則）
第百七十三条 　次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 　第十五条第三項（略）の規定による命令に違反した者

法令の概要

計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済
の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

7/9

1
9



■広く商品等を対象とする法令

所管 法令 リコール（回収）に関連する規定 参考

消費者庁 不当景品類及び
不当表示防止法

（不当な表示の禁止）
第四条 　事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはなら
ない。
一 　商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、
又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著し
く優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ
があると認められるもの
二 　商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは
役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であ
つて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 　前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表
示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総
理大臣が指定するもの

（措置命令）
第六条　内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるとき
は、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれ
らの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。（以下略）

（罰則）
第十五条　第六条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
ニ　前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第十八条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に
関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に
定める罰金刑を科する。
一　第十五条第一項　三億円以下の罰金刑

法令の概要

商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示によ
る顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的か
つ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁
止について定めることにより、一般消費者の利益を保護する
ことを目的とする。
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■参考：条例

所管 条例 自主回収に関する規定 参考

東京都 　東京都
　食品安全条例

（事業者の責務）
第五条　（略）
3　事業者は、自らが取り扱う食品等による健康への悪影響又は生産資材が食品等に用いられることによる健康への悪
影響が発生し、又はそのおそれがある場合には、当該悪影響の発生又は拡大の防止に必要な措置を的確かつ迅速に講
ずる責務を有する。

（措置勧告）
第二十二条　知事は、前条第一項に規定する調査の結果、食品による健康への悪影響を未然に防止するため必要があ
ると認めるときは、法令又は他の条例に定める措置を執る場合を除き、事業者又は事業者により構成される団体その他
の関係者に対し、健康への悪影響の防止に必要な措置を執るべきことを勧告するとともに、その旨を公表することができ
る。

（自主回収報告制度）
第二十三条　特定事業者は、その生産し、製造し、輸入し、加工し、又は販売した食品等の自主的な回収に着手した場合
（中略）であって、当該食品等が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより知
事に報告しなければならない。
　一　食品衛生法の規定に違反する食品等（中略）
　二　前号に掲げるもののほか、健康への悪影響を未然に防止する観点から、この項の規定による報告が必要と認めら
れる食品等として、規則で定めるもの。

■参考：自主回収を促進する制度

所管 制度名 内容 参考

農林水産省 自主申告情報
製造業者等においてJAS法違反又はJAS法違反のおそれがあると思われる場合に、所定事項を記入した申告用紙を農
政局、農政事務所に提出するよう促し、申告情報の公表を希望した場合は、農林水産省が受理した後2週間ホームペー
ジに掲載する。

東京都
福祉保健局

自主回収報告制
度

特定事業者から報告された自主回収及びその終了に関する情報をホームページで公表。
さらに、回収された製品が再び都民の手に渡ることがないよう、都が確認する。

３０近い自治体が東京
都と同様に自主回収の
報告を義務化している。

食品表示に対する消費者の信頼を確保するため、製造業者
等がJAS法違反又はJAS法違反のおそれのある事実を発見
したり、確認した場合に、農林水産省への自主申告を促すも
の。

特定事業者が健康への悪影響の未然防止等を目的に製品を
自主回収する場合に、その内容を都に報告することを義務づ
けるもの。
自主回収そのものを義務づける制度ではない。

制定の目的

制度の概要

食品の安全の確保に関し、基本理念を定め、並びに東京都
（以下「都」という。）及び事業者の責務並びに都民の役割を
明らかにするとともに、食品の安全の確保に関する基本的な
施策及び健康への悪影響の未然の防止のための具体的な
方策を推進することにより、食品の安全を確保し、もって現在
及び将来の都民の健康の保護を図ることを目的とする。
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現行法の執行の流れ
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ＪＡＳ法

指示
(第19条の14第１項)
・消費者庁

・農林水産省

・（都道府県等）

命令
(第19条の14第4項)

・消費者庁

・（都道府県等）
原産地(原料又は
材料の原産地を
含む｡)の虚偽の
表示

1年以下の懲役
又は100万円
以下の罰金
(第24条)

２年以下の懲役又
は200万円以下の

罰金
（第23条の2）

内閣総理大臣又は農林水産大臣
 立入検査、報告徴収（第20条第3項） 等
※権限の委任
農林水産大臣
→地方支分部局の長・都道府県知事

内閣総理大臣
 立入検査、報告徴収、収去（第28条第１項）
※権限の委任
内閣総理大臣
→消費者庁長官、都道府県知事等

食品衛生法

営業停止等
(第55条第1項)
・都道府県等

2年以下の懲役若しくは200万円
以下の罰金又は併科(第72条)

命令違反

廃棄命令等
(第54条第2項)
・消費者庁
・都道府県等

3年以下の懲役
若しくは300万円
以下の罰金又
は併科(第71条)

命令違反 命令違反

健康増進法

勧告
(第32条第1項)
・消費者庁

命令
(第32条第2項)

・消費者庁

50万円以下
の罰金
(第37条)

内閣総理大臣
 立入検査､報告徴収､収去（第32
条第3項）

※権限の委任
内閣総理大臣
→消費者庁長官､都道府県知事等

命令違反

【参考資料３】 消費者庁食品表示課 説明資料（第２２回 消費者安全専門調査会 配布資料（抜粋））

表示基準に従った表示をしない場合
(第19条の13の2)

公衆衛生に危害を及ぼすお
それがある虚偽の又は誇大
な表示を行った場合(第20条)

表示基準に合う
表示がない場合
(第19条第2項)

表示基準に従った表示をしない
場合(第31条の2)

食品表示法案の執行の流れ

・内閣総理大臣…立入検査、報告徴収、物件提出、収去（第８条第１項）
・農林水産大臣（酒類以外の食品）…立入検査、報告徴収、物件提出（第８条第２項） 等
・財務大臣（酒類）…立入検査、報告徴収、物件提出（第８条第３項）

※権限の委任 内閣総理大臣→消費者庁長官、都道府県知事等、農林水産大臣→地方支分部局の長・都道府県知事、
財務大臣→国税庁長官・地方支分部局の長

回収等命令
（第６条第８項）

食品を摂取する際の安全性に重要な影響を
及ぼす事項について、食品表示基準に従った
表示をしない場合

消費者庁
（都道府県等）

３年以下の懲役
若しくは300万円以下
の罰金又は併科
（第17条）

２年以下の懲役若しくは
200万円以下の罰金又は

併科
（第18条）

緊急の必要性
生命又は身体に対する危
害の発生又は拡大の防止

命令違反

指示
（第６条第１項、
第３項）

命令
（第６条第５項）

消費者庁
農林水産省
財務省
（都道府県等）

消費者庁
（都道府県等）

原産地（原材料の
原産地を含む。）
の虚偽の表示

１年以下の懲役又は100
万円以下の罰金
（第20条）

２年以下の懲役
又は200万円以
下の罰金
（第19条）

表示事項を表示せず
又は遵守事項を遵守しなかった場合

命令違反

立
入
検
査
等

指
示
・命
令

罰
則
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【参考資料４】 消費者安全専門調査会の今後の進め方について
（第２２回 消費者安全専門調査会 配布資料（抜粋））

消費者安全専門調査会の
今後の進め方（案）

平成２５年６月２０日

消費者委員会事務局

４．法令に基づく回収件数推移

出典元：厚生労働省ホームページ
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【 輸入食品の回収事例 】

輸入食品において食品衛生法違反での回収事例・件数は、厚労省のホームページで把握できる。

しかし、厚労省や都道府県等が公表した食品衛生法違反食品等の回収情報は、各都道府県ホー
ムページにリンクしており、全体を把握することは難しい。

東京都ホームページ
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３．食品リコールの自主回収件数推移
①農林水産消費安全技術センター（FAMIC）のホームページにおいても、食品リコールの情報を
確認できる。表示不適切から異物混入等、様々な理由で回収されている。
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出典元：
農林水産消費安全技術センター（FAMIC）ホームページ
掲載データを消費者委員会事務局にてグラフ化

食品偽装事件
等により増加

「成分規格・使用基準不適
合」の中には、平成23年3月
11 日に発生した東日本大震

災に伴う福島第一原子力発
電所の事故で放出された放
射性セシウムの暫定規制値
の超過等による自主回収が
152件含まれ、特に畜産物

や茶などの品目が目立って
いる。

※件数のカウント方法は次頁参照

920

出典元：農林水産消費安全技術センター（FAMIC）ホームページより

ＦＡＭＩＣの自主回収件数のカウント方法
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※出典元：全国食品安全自治ネットワーク（群馬県ＨＰ）より抜粋 

【参考資料５】 自治体による食品の自主回収報告制度の整理
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自治体による食品の自主回収報告制度の整理
平成25年8月22日

消費者委員会事務局
群馬県 東京都 愛知県 青森県

自主回収報告を義務
化している自治体

（食品等回収情報提供システム） ● ●

制度の趣旨

「食品事業者による情報提供の支援」及び「県
民が回収情報を収集しやすい環境の整備」に
より、早期回収の促進と健康被害の未然防止
を図ります。
さらに、積極的な情報提供を行うことで、消費
者の食品製造事業者等に対する信頼感が高
まり、食品に対する安心が得られる効果も期
待できます。

食品による健康への悪影響を未然に防止するた
めには、行政による監視指導だけでなく、事業者
が自主的に違反食品等の排除に取り組むととも
に、都が自主回収情報を都民の皆さんに広く周
知することにより、回収が促進される仕組みが必
要です。このため、未然防止の観点から都民の
皆さんへの周知が必要な情報を都が可能な限り
把握し、その内容を正確かつ迅速に提供するシ
ステムとして本制度を創設しました。

食品等による食品衛生上の危害の発生
又は拡大を防止するためには、営業者が
自主的かつ速やかに違反食品等を市場
から排除することは営業者の責務として
必要なことですが、報告していただくこと
により、行政が営業者による自主回収の
情報を迅速、かつ、的確に把握し、自主
回収に関する適切な指導等を行い、営業
者と行政とが一体となり、回収を早急に
実施する仕組みを導入したものです。

（青森県食品衛生法施行条例）

対象となる食品等の範
囲

・すべての飲食物（医薬品・医薬部外品を除
く）
・食品添加物
・器具（例：食器、箸等）
・食品の容器包装（例：ビン、缶等）

・食品　（すべての飲食物（薬事法に規定する医
薬品及び医薬部外品を除く）
・食品添加物　(食衛法第4条2項の規定)
・器具　(食衛法第4条4項の規定)
・食品の容器包装　(食衛法第4条5項の規定）
※「乳児用おもちゃ」は「食品等」には含まれませ
ん。

・食品（法第4条第1項の規定）（すべての
飲食物（薬事法に規定する医薬品及び医
薬部外品は含まれない））
・添加物(法第4条第2項の規定)
・器具(法第4条第4項の規定)
・食品の容器包装(法第4条5項の規定)
・おもちゃ（法第62条1項の規定）

・食品
・添加物
・器具
・容器包装

特定事業者（誰に報告
を求めるか）

・県内の食品関係事業者（食品等の製造、輸
入、加工又は販売を業とする法人その他の団
体または個人）
※農業者、農業協同組合等についても、食品
等の販売等を反復継続して（業として）行って
いる場合は該当。

・食品等の製造者、輸入者及び加工者
・製造者固有記号に係る販売者
・商品に自社（自店）名を冠する販売者
・農林水産物の生産者及び生産者団体
のいずれかに当てはまるもので、都内に「事業
所、事務所、その他事業に係る施設あるいは場
所」を有する事業者

・営業者(営業を営む人又は法人）
※営業とは、業として、食品若しくは添加
物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調
理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売する
こと又は器具若しくは容器包装を製造し、
輸入し、若しくは販売することをいう。ただ
し、農業及び水産業における食品の採取
業は、これを含まない。
かつ、
食品等を製造又は加工した施設若しくは
輸入届出を行った事務所を愛知県内に
設置している者

・営業者(営業を営む人又は法人）
※営業とは、業として、食品若しくは添
加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、
調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売す
ること又は器具若しくは容器包装を製造
し、輸入し、若しくは販売することをいう。
ただし、農業及び水産業における食品
の採取業は、これを含まない。

報告が義務づけられる
回収事由

・食品衛生法に違反もしくはそのおそれがあ
り、その内容が健康に悪影響を及ぼすおそれ
がある食品等を自主回収する場合。
（表示基準違反は以下①～③以外は対象外。
①アレルギー原因物質（特定原材料）やアス
パルテーム（L-フェニルアラニン化合物）の表
示が欠落した食品等を自主回収する場合
②賞味期限又は消費期限を本来の設定より
長く表示してしまった食品等を自主回収する
場合及び期限表示の欠落や印字不良により
食品等を自主回収する場合
③保存基準の定められている食品等の保存
方法の表示を本来の設定より高い温度で表
示してしまった食品等を自主回収する場合）
・その他、健康への悪影響を未然に防止する
観点から自主回収を行う場合

・食品衛生法に違反する食品等の自主回収
・健康への悪影響を未然に防止する観点から報
告が必要と認められる食品等の自主回収

（例外）
・都の区域内に流通していないことが明らかな場
合
・都民に販売されていないことが明らかな場合

・食品衛生法に違反する食品等の自主回
収
・食品衛生上の健康被害を未然に防止す
る観点から報告が必要と認められる食品
等の自主回収

・食品衛生上の問題が発生した場合
　①食中毒等の食品を原因とする健康
危害の発生
　②異物の混入
　③腐敗や変敗
　④食品衛生法に基づく食品、添加物の
規格基準等
　　 への不適合
　⑤不適正な表示（添加物、消費・賞味
期限等の
　　 誤表示、アレルギー物質の表示欠
落等）
　⑥①～③を起こすおそれがある場合

公表場所
群馬県食品安全情報センターのホームページ
モバイル版「ぐんまの食品安全情報」

東京都食品監視課のホームページ「食品衛生の
窓」

愛知県のホームページ 青森県のホームページ

公表内容

ア　回収製品名
イ　包装形態、ロット、期限表示、製造者等
ウ　事業者名等
エ　回収開始年月日
オ　回収理由
カ　想定される健康面への影響
キ　問合せ先
ク　回収方法
ケ　情報掲載年月日
コ　管轄自治体名

ア　着手報告受理年月日
イ　食品名等（商品名、原産国、期限表示、ロット
等）
ウ　自主回収の理由
エ　想定される健康への影響
オ　特定事業者名及びその所在地
カ　回収方法及び問合せ先
キ　備考（回収理由や健康影響に関する解説等）

ア　回収された食品等の商品名（名称）
イ　回収する食品等を特定する情報
　（形態、容量、消費期限、賞味期限、製
造番号、表示事項等）
ウ　回収に着手した年月日
エ　製造等が行われた事業所の名称及
び所在地
オ　報告事由
カ　回収方法及び問い合わせ先
キ　想定される食品衛生上の危害
コ　担当所属部署および氏名

ア　回収対象商品
イ　回収理由
ウ　販売場所
エ　自主回収届出年月日
オ　問い合わせ先

掲載期間

原則として、回収開始日から３ヵ月間。
ただし、
①賞味期限から１か月経過したもの
②消費期限から１週間を経過したもの
③食品等の回収終了が確認されたもの
については、削除する。

・自主回収着手報告書を保健所等が受理した翌
日から、自主回収終了報告書を保健所等が受理
した日から起算して２週間経過後まで公表。

・自主回収着手報告書を受理した翌々日
までに公表。
・公表日を含め原則２週間。ただし、回収
期間を２週間以上設定している場合は、
延長して掲載。

・県内の地域県民局地域健康福祉部保
健総室（保健所）に食品関係事業者から
報告のあった情報のうち、公表対象と
なったもの、又は、掲載について同意を
得た情報について掲載。
・自主回収終了の報告を受理後削除。

回収終了報告書の記
載項目

1　自主回収対象製品の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　再発防止のために講じた措置等
5　回収された食品等の保管場所、処分等の
方法及び処分を行う予定時期
6　担当者所属部署及び担当者名

1　回収された食品等の商品名
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び処分の方
法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者名、担当部署及び連絡先

1　回収された食品等の商品名
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び廃
棄等の方法
7　廃棄等を行う予定時期
8　担当所属部署及び氏名

回収終了後の措置
保健所等が廃棄処分に立ち会う等して、措置
の確認を行う。

保健所等が廃棄処分に立ち会う等して、措置の
確認を行う。

保健所等が立ち会う等して、措置の確認
を行う。

出典
http://www.pref.gunma.jp/05/d6210119.ht
ml

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/sho
kuhin/jisyukaisyuu/index.html

http://www.pref.aichi.jp/0000052605.
html
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/con
tents/0000052/52605/setumeisiryou.

http://www.pref.aomori.lg.jp/life/sho
ku/jisyukaisyu-hoken.html
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自主回収報告を義務
化している自治体

制度の趣旨

対象となる食品等の範
囲

特定事業者（誰に報告
を求めるか）

報告が義務づけられる
回収事由

公表場所

公表内容

掲載期間

回収終了報告書の記
載項目

回収終了後の措置

出典

岩手県 宮城県 山形県 茨城県

● ● ● ●

特定事業者が健康への悪影響の未然防止
や拡大防止の観点から行う自主回収につい
て、その着手時及び終了時の知事への報
告を義務化し、その内容を県民に提供する
ことで、県民の健康被害の未然防止及び拡
大を図り、県内に流通する食品等の安全性
を高めるとともに、食品等と食品関連事業
者に対する県民の信頼感がより高まること
を目指すものです。

（食品衛生法施行条例）

事業者が食品等の自主回収に着手した場合に
知事への報告を求め、報告された情報を報道機
関への資料提供や県のホームページへの掲載
により公表することで、回収を促進し、回収品を
県民が知らずに飲食することを防ぐことにつなげ
ます。

・食品(食品衛生法第4条第1項）（すべての
飲食物（薬事法に規定する医薬品及び医薬
部外品を除く）　ただし、条例では、その原
料又は材料として使用される農林水産物を
含む。）
・食品添加物（食品衛生法第4条第2項）
・器具（食品衛生法第4条第4項）
・食品の容器包装（食品衛生法第4条第5
項）

・食品
・添加物
・食品等に係る容器包装

・食品
・添加物
・器具
・容器包装

・食品（すべての飲食物（その原料又は材料とし
て使用される農林水産物を含み、薬事法に規定
する医薬品及び医薬部外品を除く））
・添加物（法第4条第2項規定）
・器具（法第4条第4項規定）
・容器包装（法第4条第5項規定）
なお、乳幼児用おもちゃは、本制度の「食品等」
に含まれません。

・食品等の製造者、輸入者、加工者
・農林漁業者の組織する団体
・商品に自社（自店）名等を冠する（プライ
ベートブランド商品）販売者
・製造者の製造所固有記号に係る販売者
・消費者に食品として販売するため、農林漁
業者との契約により栽培した農林水産物を
当該農林漁業者から直接購入した販売者
かつ、
・県の区域内に事務所若しくは事業所又は
食品等を製造し、輸入し、加工し、若しくは
販売するための施設を有するもの

・営業者

・営業者(営業を営む人又は法人）
※営業とは、業として、食品若しくは添加物
を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、
貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は
器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若
しくは販売することをいう。ただし、農業及び
水産業における食品の採取業は、これを含
まない。

・食品安全基本法に規定する「食品関連事業
者」：農林漁業の生産資材、食品若しくは添加物
または器具若しくは容器包装の生産、輸入又は
販売その他の事業活動を行う事業者
かつ
・県内に事務所その他の施設又は場所を有する
もの
※場所とは、農林漁業の事業活動を行う田畑
や、漁場等を含む

・食品衛生法の規定に違反する食品等
（ただし、表示違反については、①消費期限
または賞味期限の表示違反、②特定原材
料（アレルギー）の表示違反、③保存の方法
の表示違反のみ報告の対象）
・県民の健康への悪影響を未然に防止する
観点から、報告が必要と認められる食品等
として規則で定めるもの

（適用除外）
・購入した消費者をすべて特定でき、かつ、
当該消費者に当該自主的な回収に関する
情報を伝達することができる場合
・県民に販売されていないことが明らかな場
合
・自ら製造し、輸入し、又は加工した食品等
を、当該食品等を製造し、輸入し、又は加工
した施設又は場所において他の者を経るこ
となく直接販売した場合

（事業者が自主回収を行うもの）
・健康被害が発生するおそれがある場合
・健康被害のおそれはないが、食品衛生
法に抵触する場合
・農林物資の規格化及び品質表示の適正
化に関する法律（JAS法）に抵触する場合
など

・食品衛生法に違反するもの
・健康への悪影響の未然防止の観点から
回収するもの

・食品衛生法の規定に違反する食品等である場
合（消費期限または賞味期限に係る表示、特定
原材料に係る表示、保存方法に係る表示以外の
表示の基準のみに違反する場合は除く）
・健康への悪影響を未然に防止する観点から報
告が必要と認められる食品等

岩手県のホームページ 宮城県のホームページ 山形県のホームページ

・茨城県保健福祉部生活衛生課食の安全対策
室のホームページ「いばらき食の安全情報Web
Site」
・報道機関への資料提供

ア　回収する食品等の商品名（名称）
イ　回収する食品等を特定するための情報
　（形態、容量、消費期限、製造番号、表示
事項等）
ウ　食品等の出荷（販売）年月日、出荷先
（販売店）及びその数量（出荷、販売先リスト
等）
エ　回収に着手した年月日
オ　生産等が行われた事業所の名称及び
所在地
カ　回収の理由
キ　回収に至った原因
ク　回収方法及び問い合わせ先等
ケ　想定される健康への影響
コ　担当者所属部署及び担当者名
サ　備考

（※報告書への記載項目）

ア　自主回収対象食品の名称又は商品名
イ　自主回収対象食品を特定する情報（形
態、容量、期限等の表示、製造番号等）
ウ　自主回収対象食品の出荷（販売）年月
日、出荷（販売）先及びその数量
エ　自主回収開始年月日
オ　製造、販売等が行われた営業所所在
地及び名称
カ　自主回収の理由
キ　想定される健康への影響の有無とそ
の内容
ク　自主回収の方法等
ケ　自主回収情報の周知方法及びその内
容（他自治体での公表の可否を含む）
コ　問い合わせ先
サ　その他

（※報告書への記載項目）

ア　回収する食品等の商品名（名称）
イ　回収する食品等を特定するための情報
（形態、容量、消費期限、賞味期限、製造番
号、表示事項等）
ウ　食品等の出荷（販売）年月日、出荷先
（販売店）及びその数量
エ　回収開始年月日
オ　製造等が行われた事業所の名称及び
所在地
カ　回収の理由
キ　回収に至った原因
ク　回収の方法（回収方法、回収情報の周
知方法、問合せ先、回収品の保管場所、回
収終了予定年月日等）
ケ　想定される健康への影響
コ　県ホームページでの公表の可否
サ　担当者所属部署及び担当者名
シ　備考

（※報告書への記載項目）

ア　回収する食品等の名称及び商品名
イ　回収する食品等を特定するための情報
　（形態、容量、消費期限、賞味期限、製造番号
等）
ウ　食品等の出荷（販売）年月日、出荷先（販売
店）及びその数量
エ　回収に着手した年月日
オ　回収の理由
カ　回収に至った原因
キ　回収の方法等
ク　摂取し、又は使用することにより想定される
健康への影響
ケ　食品の生産地又は食品等の製造等が行わ
れた事業所の名称及び所在地
コ　担当者所属部署および担当者氏名

・自主回収着手報告書を受理したのち、速
やかに掲載。
・自主回収終了報告書を受理したのち、自
主回収が終了した旨の情報を１ヵ月間掲
載。

・原則として、１ヶ月間掲載。
・必要に応じて公表。
・自主回収終了の報告を受理後、削除。

・自主回収着手報告書を保健所が受理した後、
速やかに掲載。
・自主回収終了報告書を保健所が受理した日か
ら14日間掲載。

1　回収された食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び処分
の方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署及び担当者名

1　自主回収対象食品等の名称及び商品
名
2　自主回収開始年月日
3　自主回収終了年月日
4　自主回収数量
5　自主回収した食品等の措置
6　再発防止策の内容

1　回収した食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収した食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び処分
等の方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署及び担当者名
9　備考

1　回収を終了した食品等の名称及び商品名
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収した食品等の保管場所及び処分等の方
法
7　処分等を行う予定時期
8　担当部署及び担当者氏名

保健所等が立ち会う等して確認を行う。
保健所が必要に応じて廃棄に立ち会う等、処分
の確認を行う。

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=29
825&ik=0&pnp=14

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shok
u-k/kaishu.html

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyo
energy/020071/01/copy_of_20130604.ht
ml

http://www.shoku.pref.ibaraki.jp/anshin_suis
hin_jorei/index.html#jishukaishu
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自主回収報告を義務
化している自治体

制度の趣旨

対象となる食品等の範
囲

特定事業者（誰に報告
を求めるか）

報告が義務づけられる
回収事由

公表場所

公表内容

掲載期間

回収終了報告書の記
載項目

回収終了後の措置

出典

栃木県 千葉県 神奈川県 新潟県

（食品等の自主回収情報公表制度）
（食品等の自主回収に関する情報提供を支

援する事業）
● （食品回収情報の提供支援事業実施要領）

健康被害等の危害防止や自主回収の促進を
図るため

県が、食品関連事業者が行う消費者への自
主回収に関する情報提供について、県ホー
ムページを活用した支援を行い、食品等の安
全・安心の確保のために行う食品関連事業
者の自主的活動の促進を図ることを目的とし
て定めるものである。

食品の安全性を確保することで県民の健康を保
護することを実現するための仕組みとして創設し
たものです。

積極的に情報提供を行う環境を整えることにより、
消費者の事業者に対する信頼感や食品に対する
安心感を高めることを目的とする。

・食品等

・食品（すべての飲食物（その原料又は材料
として使用される農林水産物を含み、薬事法
に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。）
・添加物（食品衛生法第4条第2項）
・器具（食品衛生法第4条第4項）
・容器包装（食品衛生法第4条第5項）

・食品（法第4条第1項規定）（すべての飲食物
（薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品を除
く））
・添加物（法第4条第2項規定）
・器具（法第4条第4項規定）
・容器包装（法第4条第5項規定）
なお、乳幼児用おもちゃは、本制度の「食品等」
の含まれません。

・食品（すべての飲食物（その原料又は材料として
使用される農林水産物を含み、薬事法に規定する
医薬品及び医薬部外品を除く）
・添加物（食品衛生法第4条第2項）
・器具（食品衛生法第4条第4項）
・容器包装（食品衛生法第4条第5項）

・食品事業者

・県内に流通している食品等を取り扱う食品
関連事業者（肥料、農薬、飼料、飼料添加
物、動物用の医薬品その他食品等の安全性
に影響を及ぼすおそれがある農林漁業の生
産資材又は食品等の生産、輸入又は販売そ
の他事業活動を行う事業者）

県内に事務所または事業所を有し、
かつ
・食品等の生産者、製造者、加工者、輸入者及
びその組織する団体
・製造者の製造所固有記号を当該製造者と連名
で消費者庁長官に届け出た販売者
・商品に自社（自店）名を冠する（プライベートブ
ランド商品）販売者
のいずれかに該当する者

食品関連事業者（食品若しくは添加物、器具又は
容器包装の生産、輸入、販売その他の事業活動
を行う事業者）

（食品事業者が自主回収を行うもの）
　・食品衛生法に違反するもの
　・健康への悪影響の未然防止の観点から回
収するもの
　・その他

（食品関連事業者が自主回収を行うもの）
※次の内容による自主回収の場合は、厚生
労働省へ報告する
　①アレルギー物質に関する不適正表示
　②健康被害が拡大する恐れがある場合

・生産、製造、輸入、加工又は販売のいずれか
の行程において食品衛生法の規定に違反する
事実があると思料する（考える）食品等の自主回
収

（例外）
・回収品が県内に流通していないことが明らかで
ある場合
・県民に販売されていないことが明らかである場
合
・食品衛生法の規定に違反する事実があると思
料されるが、それが、消費期限または賞味期限
に係る表示、特定原材料に係る表示、保存方法
に係る表示以外の表示の基準のみに違反すると
思料される場合

（事業者が自主回収を行うもの）

栃木県のホームページ「食の安全・安心イン
フォメーション」

千葉県のホームページ「食の安全・安心電子
館」

・神奈川県のホームページ
・県保健福祉事務所の窓口

新潟県のホームページ「にいがた食の安全イン
フォメーション」
※アレルギー物質を含む食品の表示に関し、食品
衛生法に違反し自主回収を行っている事例は、行
政処分等の有無にかかわらず、消費者庁へ情報
を提供する。

ア　食品等自主回収着手報告書の受理年月
日
イ　食品等の名称等（商品名や商品を特定す
るための情報）
ウ　自主回収の理由
エ　健康への影響
オ　届出事業者の名称及び所在地
カ　問い合わせ先等

ア　自主回収着手報告書の受理年月日
イ　食品等の名称等（自主回収対象食品等
の商品名及び商品を特定するための情報）
ウ　自主回収の理由
エ　健康への影響
オ　届出事業者名及び所在地
カ　問い合わせ先
キ　返品方法

ア　特定事業者の住所、氏名
イ　回収の対象となる食品等の名称及び商品名
ウ　その他回収の対象となる食品等を特定する
ために必要な事項（会場、容量、消費期限又は
賞味期限、ロット番号、表示事項、製品の包装の
写真等）
エ　回収に着手した年月日
オ　回収の理由
カ　摂取し、又は使用することにより想定される
健康への影響
キ　回収の方法（返品方法）
ク　回収についての問い合わせ先（消費者から
の問い合わせ先）

ア　回収製品名
イ　包装形態、ロット、期限表示、製造者等
ウ　事業者名
エ　回収開始年月日
オ　回収理由
カ　健康面への影響
キ　回収先
ク　問い合わせ先
ケ　回収方法
コ　情報掲載年月日
サ　管轄自治体名

・報告の翌日に掲載。
・終了報告の14日経過後に情報を削除。

・自主回収着手報告書の受理後掲載。
・自主回収終了報告書の受理後、14日後に
削除。

・食品等自主回収着手報告書を県保健福祉事
務所（市保健所等）が受理した後、速やかに掲
載。
・食品等自主回収終了報告書を県保健福祉事
務所（市保健所等）が受理した日から14日を経過
した日（その日が閉庁日の場合は直近の開庁
日）まで掲載。

・自主回収着手報告書が提出され、その内容を確
認した場合は、速やかに掲載。
・掲載期間は原則として3か月とするが、①賞味期
限から1か月経過したもの、②消費期限から1週間
を経過したもの、③食品等の回収の終了が確認さ
れたものについては、削除するものとする。

1　回収された食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び処分等
の方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署及び担当者名

1　回収された食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び処分
等の方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署及び担当者名

1　回収した食品等の名称及び商品名
2　回収を終了した年月日
3　回収した食品等の数量
4　回収した食品等の保管場所
5　回収した食品等の処分の方法及び時期
6　再発防止のために講じた措置又は講じようと
する措置の内容
7　回収についての問い合わせ先（消費者からの
問い合わせ先）
8　備考

1　回収された食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び処分等の方
法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署及び担当者名

県保健福祉事務所（市保健所等）が必要に応じ
て廃棄に立ち会う等、処分の確認を行う。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e07/life/sho
kuseikatsu/anzen/1248160850766.html

http://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/kaishuu
/index.html

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7273/p19
097.html

http://www.fureaikan.net/syokuinfo/topics/ka
isyushien.html
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自主回収報告を義務
化している自治体

制度の趣旨

対象となる食品等の範
囲

特定事業者（誰に報告
を求めるか）

報告が義務づけられる
回収事由

公表場所

公表内容

掲載期間

回収終了報告書の記
載項目

回収終了後の措置

出典

石川県 山梨県 長野県 岐阜県

（食品等自主回収情報提供の支援制度） ● ● ●

県が自主回収の情報を的確に把握し、県民に対してそ
の情報を適切に提供することで、健康への悪影響の未
然防止や健康被害の拡大防止を図るとともに、食品の
安全性に対する県民の信頼感をより一層高めていきた
いと考えています。

条例で定める食品関連事業者が健康への悪
影響の未然防止や拡大防止の観点から行う
自主回収について、その着手時及び終了時
の知事への報告を義務化し、その内容を県民
に提供することで、県民の健康被害の未然防
止及び拡大防止を図り、県内に流通する食品
等の安全性を高めるとともに、食品等と食品
関連事業者に対する県民の信頼感がより高
まることを目指すものです。

食品の安全を確保するためには、行政によ
る監視指導のみならず、事業者が自主的か
つ速やかに違反食品等を市場から排除する
ことが必要です。自主回収の着手について
情報提供いただくことにより、事業者による
自主回収の情報を的確に把握し、県民に対
して適切に情報提供することで回収の実効
性を高め、合わせて食品関係事業者と県民
の間の信頼感を高めることができるものと考
えます。

・飲食物（医薬品、医薬部外品を除く）
・食品添加物
・容器
・食品の包装容器

・食品（食品衛生法第4条第1項）（すべての飲食物（薬
事法に規定する医薬品及び医薬部外品を除く））
・食品添加物（食品衛生法第4条第2項）
・器具（食品衛生法第4条第4項）
・容器包装（食品衛生法第4条第5項）
「乳幼児用おもちゃ」については、飲食の目的で摂取す
るものではないため、条例に基づく自主回収報告制度
の対象としていません。

・食品（食品衛生法第4条第1項等）（すべての
飲食物（薬事法に規定する医薬品及び医薬
部外品を除く。）とその原料又は材料として使
用される農林水産物）
・食品添加物（食品衛生法第4条第2項）
・器具（食品衛生法第4条第4項）
・食品の容器包装(食品衛生法第4条第5項）

・食品
・添加物
・器具
・容器包装
・食品の原材料として使用される農林水産物

食品関係事業者

食品等の製造、輸入、加工又は販売の事業を行う者で
あって、
県内に事務所、事業所その他その事業を行うための施
設を有するもの

・農林水産物の生産・採取・販売者及びその
団体
・食品等の製造者、輸入者、加工者
・製造者の製造所固有記号に係る販売者
・商品に自社（自店）名を冠する販売者（プライ
ベートブランド等）
・その他対象となる食品関連事業者（量販店
等）
のいずれかに当てはまり、かつ、
・県内に本社又は生産等拠点（支社、営業
所、出張所、連絡事務所、製造施設、小売店
舗、卸売拠点、倉庫、ほ場（耕作地）、養殖場
等）がある者

・食品等
・肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の
医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼす
おそれがある農林漁業の生産資材
これらを生産、輸入又は販売その他の事業
活動を行う事業者であって、
県内に事業所、事務所、施設又は場所を有
する方

・食品衛生法に違反もしくはそのおそれ
があり、その内容が健康に影響を及ぼす
おそれがある食品等を自主回収する場
合
・健康への影響を未然に防止する観点か
ら自主回収を行う場合

・食品衛生法の規定に違反する食品等を製造し、輸入
し、加工し、又は販売したことを自ら発見し、自ら回収す
る場合
ただし、表示基準違反については、①消費期限の表示
違反、②賞味期限の表示違反、③特定原材料（アレル
ギー物質）の表示違反、④保存の方法の表示違反のみ
報告の対象
・様々な状況から食品衛生法に違反しているおそれが
あることを自ら発見し、人の健康への悪影響を未然に防
止するために自ら回収する場合

（適用除外）
・消費者に販売されていないことが明らかな場合
・自主回収に着手した食品等の販売の相手方の全てを
特定し、かつ、当該相手方の全てに対し、当該食品等
の自主回収に着手したことについて、直ちに知らせるこ
とができる場合
・県内に流通していないことが明らかな場合

・食品衛生法又は違反が疑われるものを回収
する場合（表示違反については、①消費期限
又は賞味期限の表示違反、②特定原材料（ア
レルギー）の表示違反、③保存の方法の表示
違反のみ）
・食品衛生法違反等に準ずる場合として、回
収する場合

（適用除外）
・回収に着手した食品等の販売先が特定さ
れ、直ちに連絡できる場合
・回収に着手した食品等が県民に販売されて
いないことが明らかな場合

・食品衛生法の規定に違反し、又は違反する
疑いがあるもの（第19条（表示基準）に違反
している場合であっても、健康被害につなが
らないと考えられる場合（製造所の住所表記
の誤りなど）は、情報提供の対象から除外）
・人への健康への被害の拡大防止の観点か
ら情報提供が必要と考えられる食品等

石川県のホームページ 山梨県のホームページ 長野県のホームページ

・岐阜県のホームページ
・食品関連事業者を対象に、県庁からＥメー
ルで直接、食品の回収情報などを「食品緊
急情報メール」として配信

ア　回収製品名（名称）
イ　包装形態、ロット、期限表示、製造者
名等
ウ　回収開始年月日
エ　回収理由
オ　問い合わせ先
カ　回収方法
キ　情報掲載年月日
ク　健康への影響

ア　着手報告書受理年月日
イ　食品等の商品名（自主回収対象食品等の商品名及
び商品を特定するための情報）
ウ　自主回収の理由
エ　想定される健康への影響
オ　特定事業者名及びその所在地
カ　回収方法
キ　問い合わせ先
ク　その他公表が必要と認められる事項（適宜判断）

ア　回収する食品等の名称（商品名）
イ　回収する食品等を特定する情報
　（形態、重量、容量、消費期限、賞味期限、
製造番号、製造者等の表示の内容等）
ウ　自主回収の報告をした事業者及びその所
在地
エ　回収の理由
オ　回収する食品等を摂取し、又は使用した
場合に想定される健康への影響
カ　回収に着手した年月日
キ　問い合わせ先
ク　回収の方法
ケ　管轄自治体
コ　当該品を食べることによる健康被害の程
度（A,B,Cの3段階で情報提供）

ア　回収する食品等の商品名（名称）
イ　回収する食品等を特定するための情報
（形態、容量､消費期限､賞味期限、製造番
号、表示事項等）
ウ　着手報告受理年月日
エ　自主回収の理由
オ　想定される健康への影響
カ　届出事業者及び所在地
キ　問合せ先

・自主回収終了後10日程度で削除
・自主回収着手報告書を受理した後、速やかに掲載。
・自主回収終了報告書を受理した後、自主回収が終了
した旨の情報を1ヵ月間掲載した後に削除。

・自主回収着手報告書を保健福祉事務所（保
健所）が受理した日又はその翌日から公表開
始。
・自主回収終了報告書を保健福祉事務所（保
険時）が受理した日又はその翌日に公表終
了。※ただし、公表終了日が県の休日の場合
は、その翌開庁日。

・自主的な回収への着手について、情報提
供を受けたら、速やかに公表。
・自主的な回収の終了についての情報提供
を受け、その内容が確認できた時点で速や
かに削除。

1　回収した食品等の商品名（名称）
2　回収を終了した年月日
3　回収した食品等の数量
4　回収するに至った経緯（回収する理由が生じた原因
等）
5　再発防止のために講じた措置
6　回収した食品等の保管場所
7　処分等の方法
8　処分等を行う予定時期
9　連絡担当者の所属部署（名称及び所在地）及び氏名
10　備考

1　回収した食品等の名称（商品名）
2　回収を終了した期日
3　回収した食品等の数量
4　回収した食品等の保管場所
5　回収した食品等の処分等の方法及び予定
期日
6　再発防止のために講ずることとした措置
7　問い合わせ先（連絡担当者の所属部署（名
称及び所在地）、担当者）
8　備考（自主回収着手報告書の提出後に新
たに判明した回収に至った原因、その他健康
被害の発生の有無等を記載）

1　回収された食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び処分
等の方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署及び担当者名

・処理状況の確認
・再発防止の指導

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/
syokuhin/jisyukaisyujyouhou.html

http://www.pref.yamanashi.jp/shoku-
portal/shokuhinjigyo/kaishuhokoku.html

http://www.pref.nagano.lg.jp/eisei/syokuh
in/jourei/syoku/jisyukaisyu.htm

http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/kurashi
-chiikidukuri/syoku-anzen-
anshin/shoku-jishu-kaishu

4/9



自主回収報告を義務
化している自治体

制度の趣旨

対象となる食品等の範
囲

特定事業者（誰に報告
を求めるか）

報告が義務づけられる
回収事由

公表場所

公表内容

掲載期間

回収終了報告書の記
載項目

回収終了後の措置

出典

静岡県 三重県 和歌山県 滋賀県

● ● （食品等自主回収情報に関する取扱要領） ●

（食品衛生法施行条例）

食品による健康への悪影響を未然に防止するために
は、行政による監視指導だけでなく、事業者が自主的
に違反食品等の排除に取り組むとともに、県が自主
回収情報を県民に広く周知することにより、回収が促
進される仕組みが必要です。このため、健康への悪
影響の未然防止の観点から、県民への周知が必要な
情報を県が可能な限り把握し、その内容を正確、迅速
に提供するため、「自主回収の報告」の仕組みがつく
られました。こうした仕込みを通じて、健康への悪影響
の未然防止に向けた自主回収と情報提供が促進さ
れ、県民と食品関連事業者との信頼感がより高まるこ
とを期待しています。

食品衛生法第3条第1項の規定に基づき、営業
者が行う措置についての把握に関する事務の
取り扱いについて定め、自主回収情報を広く県
民に周知することにより、健康被害の発生又は
拡大を防止することを目的とする。

（滋賀県食の安全・安心推進条例の目的）
食の安全・安心の確保に関し、基本理念を定め、
県および関係事業者の責務ならびに県民に役割
を明らかにするとともに、県の施策の基本となる
事項および必要な具体的施策に関する事項を定
めることにより、食の安全・安心の確保に関する
施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の
健康の保護を図るとともに、より安心して暮らすこ
とのできる社会の実現に寄与することを目的とす
る。

・食品
・添加物
・器具
・容器包装
・おもちゃ

・食品（食品衛生法第4条第1項）（すべての飲食物（薬
事法に規定する医薬品及び医薬部外品を除く））
・食品添加物（食品衛生法第4条第2項）
・器具（食品衛生法第4条第4項）
・食品の容器包装（食品衛生法第4条第5項）
・食品の原料又は材料として使用される農林水産物
※「乳幼児用おもちゃ」は「食品等」には含まれませ
ん。

・食品
・添加物
・器具
・容器包装

・食品（すべての飲食（薬事法第2条第1項に規定
する医薬品および薬事法第2条第2項に規定する
医薬部外品を除く））
・添加物（食品衛生法第4条第2項）
・器具（食品衛生法第4条第4項）
・容器包装（食品衛生法第4条第5項）
・おもちゃ（食品衛生法第62条第1項）

・営業者(営業を営む人又は法人）
※営業とは、業として、食品若しくは
添加物を採取し、製造し、輸入し、
加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若
しくは販売すること又は器具若しく
は容器包装を製造し、輸入し、若し
くは販売することをいう。ただし、農
業及び水産業における食品の採取
業は、これを含まない。

・農林水産物の生産者、生産者団体
・食品等の製造者、輸入者、加工者
・製造者固有記号にかかる販売者
・商品に自社（自店）名を冠する（プライベートブランド
商品）販売者のいずれかに当てはまる者かつ、
・県の区域内に事業所、事務所その他の事業に係る
施設または場所を有するもの
（例外）
自ら生産、採取、製造、輸入、加工した食品等を、卸
売を行うことなく、その施設または場所において、対面
販売等により直接販売する事業者

・営業者（県内（和歌山市を除く）の施設において
食品、添加物、器具、又は容器包装の製造、輸
入、加工、調理又は販売を営む者）

・生産者（県内において、農作物の栽培、動物の
飼養または魚介類の養殖およびこれらの行為に
引き続き行う採取による食品の生産を行う者）
・食品等事業者（県内において、業として食品等の
製造、加工、輸入、調理、運搬、販売等、採取そ
の他の食品等の供給に係る活動（生産を除く）を
行う者）

・食品衛生法に違反する食品等を自主回収する場合
（①消費期限・賞味期限の表示基準違反、②アレル
ギー表示基準違反、③保存方法の表示基準違反、以
外の表示基準違反を除く）
・健康への悪影響の未然防止の観点から規則で定め
る食品等を自主回収する場合

（営業者が自主回収を行うもの）

（公表の対象外）
・法違反又はそのおそれがあるが、健康を損な
うおそれが考えられない場合
・販売先が特定されており、個別に周知が図ら
れている場合
・回収する食品等を特定する情報が得られない
場合

・食品衛生法違反（違反のおそれ）
・健康被害の発生（おそれ）

三重県のホームページ「食の安全・安心ひろば」
和歌山県のホームページ「食の安全・安心わか
やま」

滋賀県のホームページ

ア　回収する食品等の商品名（名称）
イ　回収する食品等を特定する情報（包装形態、内容
量、賞味期限・消費期限、ロット番号、表示事項等）
ウ　自主回収の理由
エ　想定される健康への影響
オ　回収方法
カ　問い合わせ先
キ　着手報告受理年月日
ク　特定事業者名及び所在地

ア　自主回収する食品等（以下「回収製品」とい
う）の名称
イ　回収製品の特定に必要な情報（包装形態、
容量、賞味期限等）
ウ　自主回収を開始した年月日
エ　自主回収を行う理由及び回収方法
オ　想定される健康への影響
カ　回収製品に記載された製造者又は販売者の
名称及び所在地
キ　問い合わせ先

（参考様式）
ア　食品等の名称
イ　容器、包装の形態および内容量
ウ　生産、製造、輸入または販売者の名称（固有
記号）およびその住所
エ　消費期限・賞味期限
オ　製造年月日、ロットNo.等製品の特定情報
カ　製造等または出荷数量、流通地域、販売店
キ　一般消費者等の問合せ窓口、連絡先
ク　報告（回収等）の理由
ケ　措置（回収等）の方法
コ　一般消費者への周知方法
サ　県ホームページ等での公表の可否
シ　報告担当者の氏名、所属部署、連絡先

・自主回収着手報告書を保健所等が受理した翌日に
掲載。
・自主回収終了報告書を保健所等が受理した翌日か
ら起算して1週間経過後まで掲載。

・営業者から、県ホームページへの公表に同意
した旨の報告を受けた場合に、自主回収情報を
整理し、公表。
・公表期間は、食品等による健康被害の発生状
況等に応じて、公表した翌日から1ヶ月以内とす
る。

・情報を公表することが、食の安全・安心の確保に
必要と認める場合、また、事業者が食品の安全性
の確保のために必要と判断した場合、広く県民に
周知する。

1　回収された食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所、処分等の方法及び
時期
7　担当者所属部署及び担当者名
8　備考

1　回収した食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び処分等の
方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署及び担当者名
9　備考

（参考様式）
1　食品等の名称
2　回収終了年月日
3　回収結果（販売店等からの回収数量、消費者
からの回収数量、回収品の保管場所など）
4　回収品の処分方法
5　報告者の氏名、所属部署、連絡先
6　備考

処分の方法等について保健所等が確認を行う。

http://www.pref.shizuoka.jp/kou
sei/ko-
520/syokuhin/syokuhin.html

http://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUA/HP/jourei/in
dex.htm

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/03160
0/15_kaishu/kaishu1.html

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/
center/413kaisyu-gaiyo.html
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自主回収報告を義務
化している自治体

制度の趣旨

対象となる食品等の範
囲

特定事業者（誰に報告
を求めるか）

報告が義務づけられる
回収事由

公表場所

公表内容

掲載期間

回収終了報告書の記
載項目

回収終了後の措置

出典

奈良県 大阪府 岡山県 島根県

● ● ●

（奈良県食品衛生法施行条例）

事業者が自主的に違反食品等の回収を行う
ことを保健所に報告させ、その回収情報を府
が府民に提供することにより、府民と事業者と
の信頼感がより高まることを期待しています。

（岡山県食の安全・安心の確保及び食育の推進
に関する条例の目的）
県民の生命及び健康に対する食の重要性にか
んがみ、食品の安全性及び信頼性の確保並び
に食育の推進に関し、基本理念を定め、県、食
品関連事業者等の責務及び県民に役割を明ら
かにするとともに、県の施策の基本的な事項等
を定めることにより、食の安全・安心の確保及び
食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的
に展開し、もって県民の健康で豊かな生活の実
現に寄与することを目的とする。

営業者が食品等の自主回収に着手した
場合、その旨を県に報告し、県はその情
報を把握したうえで営業者に対する必要
な指導、関係する自治体への情報提供、
県民への公表を行うことにより、回収を促
進し、危害の発生の未然防止を図ること
を目的とする。

・食品
・添加物
・器具
・容器包装

・食品（すべての飲食物（薬事法に規定する
医薬品及び医薬部外品を除く）
・食品添加物（食品衛生法第4条第2項の規
定）
・器具（食品衛生法第4条第4項の規定）
・食品の容器包装（食品衛生法第4条第5項の
規定）

・食品（すべての飲食物（その原料又は材料とし
て使用される農林水産物を含み、薬事法第2条
第1項に規定する医薬品及び同条第2項に規定
する医薬部外品を除く）
・添加物（食品衛生法第4条第2項）
・器具（食品衛生法第4条第4項）
・容器包装（食品衛生法第4条第5項）

・食品（食品衛生法第4条第1項）
・添加物（食品衛生法第4条第2項）
・器具（食品衛生法第4条第4項）
・容器包装（食品衛生法第4条第5項）

・営業者(営業を営む人又は法人）
※営業とは、業として、食品若しくは添
加物を採取し、製造し、輸入し、加工
し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販
売すること又は器具若しくは容器包装
を製造し、輸入し、若しくは販売するこ
とをいう。ただし、農業及び水産業にお
ける食品の採取業は、これを含まな
い。

・食品等の製造者、輸入者、加工者及びその
団体
・製造者の製造所固有記号に係る販売者
・商品に自社（自店）名を冠する(プライベート
ブランド商品）販売者
・農林水産物の生産者及びその団体
のいずれかに当てはまり、かつ、
・府内に事業所または事務所を有するもの

（適用しない業態）
自ら生産し、または輸入した食品等を、卸売を
行うことなく、その施設又は場所において対面
販売等により直接府民に販売する事業者

県内に食品等（業務用は除く。）を流通させてい
る食品関連事業者
※食品事業者とは、食品安全基本法第8条第1
項に規定する肥料、農薬、飼料、飼料添加物、
動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を
及ぼすおそれがある農林漁業の生産資材、食
品若しくは添加物又は器具若しくは容器包装の
生産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事
業者

県内で製造等（製造、加工、輸入又は販
売）を行う者であり、出荷先又は販売先が
県外に及ぶものを含む

・食品衛生法に違反するもの
・健康への悪影響の未然防止の観点
から回収するもの

・食品衛生法の規定に違反し、又は違反する
疑いがある食品等の自主回収

（例外）
・府の区域内に流通していないことが明らか
な場合
・府民に販売されていないことが明らかな場
合

・食品衛生法に違反する場合
・食品等による健康被害が現に生じている場合
であって、同様の被害の原因となるおそれがあ
る場合
・行政処分の対象となった食品等と類似のもの
であって、同様の違反のおそれがある場合

・食品衛生法に違反するもの（表示違反
は、健康被害に影響のあるものが報告の
対象）
・健康への悪影響が想定されるもの

大阪府のホームページ 岡山県のホームページ
島根県のホームページ「食の安全安心情
報」

ア　回収する食品等の商品名（名称）
イ　回収する食品等を特定する情報
ウ　食品等の出荷（販売）年月日、出
荷先（販売店）及びその数量
エ　回収を開始した年月日
オ　製造等が行われた事業所の名称
及び所在地
カ　回収の理由
キ　回収に至った原因
ク　回収方法（回収方法、回収情報の
周知方法、問い合わせ先、回収品の
保管
場所、回収終了予定等）
ケ　想定される健康への影響
コ　担当者所属部署及び担当者名
サ　備考

（※報告書への記載項目）

ア　着手報告受理年月日
イ　食品名等（自主回収対象食品等の商品名
及び商品を特定するための情報）
ウ　自主回収の理由
エ　想定される健康への影響
オ　特定事業者名及びその所在地
カ　回収方法及び問合せ先

ア　回収する食品等の名称及び商品名
イ　回収する食品等を特定する情報（形態、容
量、期限等の表示、製造番号等）
ウ　食品等の出荷（販売）年月日、出荷（販売）
先及びその数量
エ　回収に着手した年月日
オ　生産、製造等が行われた事業所の名称及び
所在地
カ　回収の理由
キ　回収が必要となった原因
ク　回収の方法等（回収の方法、回収を行う旨を
周知する方法、問い合わせ先、回収した食品等
の保管場所、終了予定年月日等）
ケ　想定される人の健康への影響
コ　担当者氏名及び所属部署
サ　備考

ア　回収する食品等の商品名（名称）
イ　回収する食品等を特定する情報（形
態、容量、消費期限又は賞味期限、ロット
番号等）
ウ　食品等の出荷又は販売年月日、出荷
又は販売先、数量
エ　回収を開始した年月日
オ　製造等が行われた事業所の名称及
び所在地
カ　回収の理由
キ　回収に至った原因
ク　回収方法（回収方法、回収情報の周
知方法、問い合わせ先、回収品の保管場
所、回収終了予定等）
ケ　県ホームページでの公表の可否
コ　想定される健康への影響
サ　担当者所属部署及び担当者名
シ　備考

（※報告書への記載項目）

・自主回収着手報告書を受理したら、速やか
に掲載。
・自主回収終了報告書を受理したら、速やか
に削除。

人の健康への悪影響の発生を防止する観点か
ら公表が必要と認められる場合に公表

・営業者の同意が得られた場合は、自主
回収情報についてホームページにて公表
することができる。
・公表は、自主回収終了報告書が提出さ
れるまでの期間とする。

1　回収された食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び
処分等の方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署及び担当者名

1　回収された食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び処分の
方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署及び担当者名

1　回収した食品等の名称及び商品名
2　回収終了年月日
3　回収した食品等の数量
4　回収が必要となった原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収した食品等の保管場所及び処分の方法
7　処分予定時期
8　担当者氏名及び所属部署
9　備考

1　回収された食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び処
分等の方法
7　廃棄処分等を行う実施時期
8　担当者所属部署及び担当者名

府内において措置を行う場合には、保健所等
が立ち会う等して確認を行う。府外に集めら
れた場合には伝票・証明書等でその旨を確認
する。

http://www.pref.nara.jp/10723.htm
http://www.pref.osaka.jp/shokuhin/jisyuk
aisyu/jishukaishu.html

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-
3075.html

http://www.pref.shimane.lg.jp/life/syo
ku/anzen/eisei/syokuhin-
jisyukaisyuu.html
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自主回収報告を義務
化している自治体

制度の趣旨

対象となる食品等の範
囲

特定事業者（誰に報告
を求めるか）

報告が義務づけられる
回収事由

公表場所

公表内容

掲載期間

回収終了報告書の記
載項目

回収終了後の措置

出典

広島県 山口県 徳島県 香川県

● ● ●

（食品衛生法に基づく営業の基準等に関
する条例）

自主回収情報を迅速に収集し適切に公
表していくことで、食品による健康被害を
未然に防止し、迅速な回収を促進するこ
とを目的とした制度です。

（徳島県食の安全安心推進条例の目的）
食の安全安心の確保に関し、基本理念を定
め、並びに県及び食品関連事業者の責務並
びに消費者の役割を明らかにするとともに、
基本的な施策並びに食品の安全性及び信頼
性の確保のための具体的な施策等を定める
ことにより、食の安全安心の確保に関する施
策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民
の健康の保護及び県民が安心して営むこと
ができる食生活の確保並びに消費者に信頼
される安全で安心な食品の生産及び供給に
資することを目的とする。

（食品衛生法施行条例）

・食品
・添加物
・器具
・容器包装
・乳幼児用おもちゃ

・食品（すべての飲食物（薬事法に規定
する医薬品及び医薬部外品を除く））
・添加物（食品衛生法第4条第2項）
・器具（食品衛生法第4条第4項）
・容器包装（食品衛生法第4条第5項）

・食品（すべての飲食物（その原料又は材料
として使用される農林水産物を含み、薬事法
第2条第1項に規定する医薬品及び同条第2
項に規定する医薬部外品を除く）
・添加物（食品衛生法第4条第2項）
・器具（食品衛生法第4条第4項）
・容器包装（食品衛生法第4条第5項）

販売食品等
・食品
・添加物
・器具
・容器包装

営業者（営業を営む人又は法人）
※営業とは、業として、食品若しくは添加
物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調
理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売するこ
と又は器具若しくは容器包装を製造し、輸
入し、若しくは販売することをいう。ただ
し、農業及び水産業における食品の採取
業は、これを含まない。

県内に事業所または事務所がある食品
関連事業者
・食品等の製造者、輸入者、加工者及び
その団体
・製造者の製造所固有記号に係る記号
・商品に自社（自店）名を冠する販売者
（プライベートブランド商品）
・農林水産物の生産者及びその団体な
ど

生産資材、食品若しくは添加物又は器具若し
くは容器包装の生産、輸入又は販売その他
の事業活動を行う事業者

（適用外）
自ら生産、採取、製造、輸入又は加工を行っ
た食品を、当該食品を生産し、採取し、製造
し、輸入し、若しくは加工した施設又は場所に
おいて、他の者を経ることなく直接消費者に
販売することを主として営む者

営業者（営業を営む人又は法人）
※営業とは、業として、食品若しくは添加物
を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、
貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は
器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若
しくは販売することをいう。ただし、農業及び
水産業における食品の採取業は、これを含
まない。

・食品衛生法に違反するもの
・健康への悪影響の未然防止の観点から
回収するもの

・食品衛生法違反またはそのおそれがあ
る食品を自主的に回収する場合

（例外）
・食品表示の違反の場合（保存方法、期
限表示、アレルギー物質を含む旨以外
の表示違反）
・地域限定商品など、山口県内に流通し
ていないことが明らかな場合
・出荷した商品が店頭に陳列される前の
場合など、消費者に販売されていないこ
とが明らかな場合
・自ら生産し、または輸入した食品を卸
売をすることなく直接消費者に販売する
場合

・食品衛生法第11条第1項又は第3項の規定
に違反するもの
・農薬取締法第11条の規定に違反するもの
・農薬を使用する者が遵守すべき基準を定め
る省令第2条第1項第1号の規定に違反する
もの
・薬事法第83条の3の規定に違反するもの
・健康への悪影響を未然に防止する観点か
ら規則で定めるもの

（適用外）
・県の区域内に流通していないことが明らか
な場合
・消費者に販売されていないことが明らかな
場合

（営業者が自主回収を行うもの）

広島県のホームページ 山口県のホームページ 徳島県のホームページ 香川県のホームページ

ア　回収する食品等の商品名（名称）
イ　回収する食品等を特定する情報（形
態、容量、消費期限、賞味期限、製造番
号、表示事項等）
ウ　食品等の出荷（販売）年月日、出荷先
（販売店）及びその数量
エ　回収を開始した年月日
オ　製造等が行われた事業所の名称及
び所在地
カ　回収の理由
キ　回収に至った原因
ク　回収方法（回収方法、回収情報の周
知方法、問合せ先、回収品の保管場所、
回収終了予定等）
ケ　想定される健康への影響
コ　担当者所属部署及び担当者名・連絡
先
サ　広島県ホームページへの掲載
シ　他自治体ホームページへの掲載
ス　備考

ア　回収する食品の名称
イ　回収する食品を特定するための情報
（形態、容量、期限表示、製造番号等）
ウ　生産、輸入又は販売を行った事業所
エ　出荷（販売）年月日
オ　出荷先（販売を行った店舗）及び数
量
カ　回収に着手した年月日
キ　回収の方法
ク　違反し、又は違反したおそれがある
食品衛生法の規定
ケ　食品衛生法の規定に違反し、又は違
反したおそれがある事実及びその発生
の原因
コ　想定される健康への影響
サ　回収を行う事務所又は事業所

（※報告書への記載項目）

ア　回収する食品の商品名（名称）
イ　回収する食品を特定する情報（包装形
態、内容量、消費期限、賞味期限、製造番
号、表示事項等）
ウ　食品の出荷（販売）年月日、出荷先（販売
店）及びその数量
エ　回収を開始した年月日
オ　生産等が行われた事業所の名称及び所
在地
カ　回収を行う理由
キ　回収に至った原因
ク　回収方法等（回収方法、回収情報の周知
方法、問い合わせ先、回収品の保管場所、
回収終了予定時期等）
ケ　想定される健康への影響
コ　担当者所属部署及び担当者名
サ　備考

（※報告書への記載項目）

ア　製品の名称
イ　容器、包装の形態および内容量
ウ　製造所および販売者の名称（固有記
号）、住所
エ　消費期限・賞味期限
オ　製造年月日、ロット№等製品の特定情
報
カ　製造または出荷数量、流通地域、販売
店
キ　一般消費者等の問合せ窓口、連絡先
ク　回収の理由
ケ　予想される健康への影響
コ　回収方法（販売店等からの回収方法、
消費者からの回収方法、回収品の保管場
所、回収終了予定時期など）
サ　一般消費者への周知方法
シ　回収報告の担当者、所属部署、連絡先
ス　備考

（※報告書への記載項目）

・自主回収終了報告書を提出していただ
き、内容を確認してから、終了した旨を1
週間掲載した後に削除。

・自主回収着手報告書を受けたときは、速や
かに情報を提供する

1　回収に着手した旨の報告をした年月
日
2　回収した食品の名称
3　回収の措置を終了した年月日
4　回収した食品の数量
5　食品衛生法の規定に違反し、又は違
反したおそれがある事実及びその発生
の原因
6　回収した食品の保管場所及び処分、
利用等の方法
7　処分、利用等の予定年月日
8　回収を行った事務所又は事業所

1　回収した食品の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品の保管場所及び処分等の
方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署及び担当者名

1　製品の名称
2　回収終了年月日
3　回収結果（販売店等からの回収数量、消
費者からの回収数量、回収品の保管場所な
ど）
4　回収品の処分方法
5　担当者の所属部署、氏名、連絡先
6　備考

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki
/58/1225417525241.html

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms
/a15300/kaishu/houkokuseido.html

http://anshin.pref.tokushima.jp/bunya/sy
oku/

http://www.pref.kagawa.lg.jp/eisei/syok
uanzen/kaisyu.shtml
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自主回収報告を義務
化している自治体

制度の趣旨

対象となる食品等の範
囲

特定事業者（誰に報告
を求めるか）

報告が義務づけられる
回収事由

公表場所

公表内容

掲載期間

回収終了報告書の記
載項目

回収終了後の措置

出典

愛媛県 大分県 宮崎県 鹿児島県

● ● （食品等の自主回収に関する取扱い要綱） ●

食品関連事業者が自主的に行う食品等の回収の
内容について、県の機関（保健所等）へ報告し、当
情報を県が県民へ広く提供することにより、回収が
促進され、県民と事業者との信頼感がより高まるこ
とを期待しています。

（大分県食の安全・安心推進条例の目的）
食品等の安全性及び信頼性の確保に関し、基
本理念を定め、並びに県及び生産者・事業者
の責務並びに県民の役割を明らかにするとと
もに、施策の基本となる事項を定めることによ
り、食の安全・安心の確保のための施策を総
合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康
の保護及び食生活の向上に寄与することを目
的とする。

営業者が消費者の健康に影響を及ぼ
す恐れのある食品等の自主回収を行
うにあたり、その施設の所在地を管轄
する保健所の長に報告し、保健所長
は、その営業者に対して、必要な指
導、助言及び支援を行うことにより、食
品等に起因する健康への悪影響の発
生又は拡大を防止することを目的とす
る。

県民をはじめとする消費者が、自主回収
の情報をいち早く知ることで、食品等によ
る健康への危被害拡大の未然防止につ
ながります。自主拐取の情報が正確に広
く伝わることによって、食品等の迅速な回
収が可能となります。県民と自主回収を
行っている食品関係の事業者との信頼関
係がより深まることが期待されます。

・食品（すべての飲食物（薬事法に規定する医薬品
及び医薬部外品を除き、その原料又は材料として
使用される農林水産物を含む。）
・添加物（食品衛生法第4条第2項に規定）
・器具（食品衛生法第4条第4項に規定）
・容器包装（食品衛生法第4条第5項に規定）

・食品（すべての飲食物（薬事法に規定する医
薬品及び医薬部外品を除く）
・添加物（食品衛生法第4条第2項）
・器具（食品衛生法第4条第4項）
・容器包装（食品衛生法第4条第5項）
・食品の原料又は材料として使用される農林
畜水産物

食品衛生法第4条に規定する
・食品
・添加物
・器具
・容器包装

食品衛生法第4条に規定するもの
・すべての飲食物（医薬品及び医薬部外
品を除く）
・食品添加物
・器具
・食品の容器包装

・農林水産物の生産・採取・販売者及びその団体
・食品等の製造者、輸入者、加工者及びその団体
・製造者の製造所固有記号に係る販売者
・商品に自社（自店）名を冠する販売者（プライベー
トブランド等）
・その他対象となる事業者
に該当する、
県内に本社又は生産等拠点（支社、営業所、出張
所、連絡事務所、製造施設、小売店舗、卸売拠
点、倉庫、ほ場（耕作地）、養殖場等）のある方

食品関連事業者（食品安全基本法第8条第1
項（肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の
医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼす
おそれがある農林漁業の生産資材、食品若し
くは添加物又は器具若しくは容器包装の生
産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事
業者））
であって、
県内に事業所、事務所その他の事業に係る施
設又は場所を有するもの

営業者（県内の施設において食品等の
製造、加工、調理、販売等を営む人ま
たは法人）

県内に事業所，事務所その他の事業用
施設または場所を有する特定事業者
・食品等の製造者，輸入者，加工者
・製造所固有記号で表示した販売者，プ
ライベートブランド商品の販売者
・農林水産物の生産者，生産団体

（適用外）
自ら生産、製造、輸入又は加工をした食
品等を、当該食品等の生産、製造、輸入
又は加工をした施設又は場所において、
他のものを経ることなく直接消費者に販
売することを主として営むもの

以下①～⑨の食品関連法令に違反又はそのおそ
れがあり、商品が不特定多数の県民へ販売され、
県民に対し、新聞、テレビ、インターネットなど公共
的な媒体による告知により広く回収を呼びかける
場合
①食品衛生法、②健康増進法、③農薬取締法、
④農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関
する法律、
⑤資料の安全性の確保及び品質の改善に関する
法律、
⑥薬事法（動物用医薬品に関するものに限る。）、
⑦不当景品類及び不当表示防止法、⑧計量法、
⑨米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情
報の伝達に関する法律

（例外）
・当該食品等が県内に流通していない場合
・当該食品等が県民（食品関連事業者を除く）に販
売されていないことが明らかな場合
・販売先が特定されており、特段の周知を行わなく
ても全製品の回収が可能な場合
・食の安全安心と何ら関係のない理由による自主
回収（品質上（安全面での品質を除く）の問題で回
収する場合や在庫調整のための回収など）

・食品衛生法第11条の規定に違反するもの
・農薬取締法第11条の規定に違反するもの
・薬事法第83条の3の規定に違反するもの
・健康への悪影響の未然防止の観点から回収
するもの

・食品衛生法に違反するもの
・その他、健康への悪影響の未然防止
の観点から回収するもの

・食品衛生法に違反する場合
・人の健康への悪影響が発生するおそれ
がある場合

（適用外）
・自社店内で製造した食品をその店頭で
販売し回収する等、直接消費者に販売す
る場合
・購入者が把握できる通信販売や宅配
等、販売先が特定されて、かつ直ちに連
絡できる場合
・販売店に並ぶ前に回収を決定する等、
消費者に販売されていない場合　　など

愛媛県のホームページ 大分県のホームページ 宮崎県のホームページ 鹿児島県のホームページ

ア　着手報告書受理年月日
イ　報告者氏名及び住所
ウ　回収する食品等の商品名（名称）
エ　回収する食品等を特定する情報
オ　回収方法等
カ　回収理由
キ　想定される健康への影響

ア　回収する食品等の商品名（名称）
イ　回収する食品等を特定する情報（形態、容
量、消費期限、賞味期限、製造番号、表示事
項等）
ウ　食品等の出荷（販売）年月日、出荷先（販
売店）及びその数量
エ　回収を開始した年月日
オ　製造等が行われた事業所の名称及び所
在地
カ　回収の理由
キ　回収に至った原因
ク　回収方法（回収方法、回収情報の周知方
法、問い合わせ先、回収品の保管場所、回収
終了予定等）
ケ　想定される健康への影響
コ　担当者所属部署及び担当者名
サ　備考

（※報告書への記載項目）

ア　「自主回収着手報告書」の受理年
月日
イ　「自主回収着手報告書」を提出した
営業者の名称及び所在地
ウ　回収する食品等を特定する情報
（商品名、包装形態、期限表示及び
ロット等）
エ　回収の理由
オ　想定される健康への影響
カ　返品（回収）方法
キ　その他必要な情報

ア　着手報告書の受理年月日
イ　食品等の商品名等（名称、形態・容
量、賞味（消費）期限、製造番号等）
ウ　回収の理由
エ　想定される健康への影響
オ　特定事業者名及びその所在地
カ　回収の方法
キ　問い合わせ先

・自主回収着手報告書を受理後、速やかに掲載。
・自主回収終了報告書を受理後、掲載内容を削
除。

・自主回収着手報告書を受けたときは、速や
かに情報提供する。

必要に応じて掲載。
・自主回収着手報告書を受理してから
7日間（又は自主回収が終了するまで）
を原則とする。
ただし、掲載期間以内に回収が終了し
ない場合等必要と認める場合は公表
期間を延長することができる。

・自主回収着手報告書を保健所が受理し
た後、速やかに掲載。
・自主回収終了報告書を保健所が受理し
た日から14日間掲載。

1　回収した食品等の商品名（名称）
2　回収を終了した年月日
3　回収した食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収した食品等の保管場所及び処分等の方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署、氏名、電話番号

1　回収する食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び処分等
の方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署及び担当者名

1　回収する食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び
処分等の方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署及び担当者名
9　備考

1　回収をした食品等の商品名（名称）
2　回収の終了年月日
3　回収をした食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収をした食品等の保管場所及び処
分等の方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署及び担当者名

http://www.pref.ehime.jp/h25300/4793/jyoure
i-suisinkeikaku/jishukaishuu.html

http://www.pref.oita.jp/site/suishin
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/cont
ents/org/fukushi/eisei/shokuhin_ei
sei/page00195.html

http://www.pref.kagoshima.jp/ae09/k
enko-fukushi/yakuji-
eisei/syokuhin/jisyukaisyuu/syokuhin
tounozisyukaisyuuhoukokuseido.html

8/9



自主回収報告を義務
化している自治体

制度の趣旨

対象となる食品等の範
囲

特定事業者（誰に報告
を求めるか）

報告が義務づけられる
回収事由

公表場所

公表内容

掲載期間

回収終了報告書の記
載項目

回収終了後の措置

出典

沖縄県 さいたま市 宇都宮市 前橋市

● ● ● （食品等回収情報提供システム）

（沖縄県食品の安全安心の確保に関する条
例）
食品の安全性及び食品に対する安心感の確
保に関し、基本理念を定め、県及び食品関
連事業者の責務並びに県民の役割を明らか
にするとともに、基本的施策その他必要な事
項を定めることにより、食品の安全安心の確
保に関する施策を総合的に推進し、もって県
民が健康で安心できる生活の確保に寄与す
ることを目的とする。

（さいたま市食品衛生法施行条例）

（宇都宮市食品安全条例の目的）
食品安全基本法、食品衛生法、その他法令で
定めるもののほか、食品の安全の確保について
必要な事項を定めることにより、市民の健康の
保護を図ることを目的とする。

健康に悪影響を及ぼすおそれのある食
品等の回収情報について、市民に対し広
く情報提供（公開）するとともに、自ら回収
等の対応に取り組み事業者への側面支
援として、市ホームページを活用した情報
提供の場を創設することにより、当該食
品等の早期回収を促進し、健康への悪
影響を未然に防止することを目的として
運用する。

・食品（すべての飲食物（薬事法に規定する
医薬品及び医薬部外品を除く）。その原料又
は材料として使用される農林水産物を含
む。）
・添加物（食品衛生法第4条第2項に規定）
・器具（食品衛生法第4条第4項に規定）
・容器包装（食品衛生法第4条第5項に規定）

・食品
・添加物
・器具
・容器包装
・おもちゃ（食品衛生法第62条第1項）

・食品（すべての飲食物（薬事法に規定する医
薬品及び医薬部外品を除く））
・添加物（食品衛生法第4条第2項）
・器具（食品衛生法第4条第4項）
・容器包装（食品衛生法第4条第5項）
・食品の原料又は材料として使用される農林水
産物

・食品（すべての飲食物。ただし、薬事法
に規定する医薬品及び医薬部外品を除
く）
・添加物（食品衛生法第4条第2項に規
定）
・器具（食品衛生法第4条第4項に規定）
・容器包装（食品衛生法第4条第5項に規
定）

食品関連事業者（食品等の生産、輸入又は
販売その他の事業活動を行う事業者）

営業者（営業を営む人又は法人）
※営業とは、業として、食品若しくは添加
物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調
理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売するこ
と又は器具若しくは容器包装を製造し、輸
入し、若しくは販売することをいう。ただ
し、農業及び水産業における食品の採取
業は、これを含まない。

事業者（食品等を生産し、採取し、製造し、輸入
し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、又は販売
することを営む者、学校、病院その他の施設に
おいて継続的に不特定又は多数の者に食品を
供与する者及び生産資材を製造し、輸入し、又
は販売することを営む者）
かつ、
本市の区域内で生産し、製造し、加工し、又は
販売するもの

・製造者又は加工者（輸入品にあっては、
輸入業者）
・表示上の販売者
・当該食品の回収を主体となって行う者

・安全性に問題がある食品
・表示内容が不適切な食品
・その他（食品関連事業者が定めた自主規
格や自主基準を逸脱していることが判明した
ため、回収や廃棄の必要があると食品関連
事業者が判断した食品）

・食品衛生法に違反する食品等に関する
情報（自主検査等において、食品衛生法
に適合しない事由が認められ、当該品が
流通している場合の自主回収情報など）

・食品衛生法に違反するもの
・健康への悪影響の未然防止の観点から回収
するもの

（適用外）
・自主回収の対象となる食品等が宇都宮市内に
流通していない場合
・市民に販売されていないことが明らかな場合
・単発的にカビが生えたため陳列からはずす場
合

・食品衛生法に違反もしくはそのおそれ
のある食品等を自主回収する場合
（ただし、食品衛生法第19条第2項の規定
に違反（表示基準違反）もしくはそのおそ
れがあることを理由とする自主回収の場
合は、次に該当するときに限る。
①アレルギー原因物質、アスパルテーム
（L-フェニルアラニン化合物）の表示が欠
落した食品等、
②賞味期限又は消費期限を本来の設定
より長く表示していまった食品等及び期
限表示の欠落や印字不良の食品等、
③保存基準の定められている食品等の
保存方法の表示を本来の設定より高い
温度で表示してしまった食品等）
・健康への悪影響を未然に防止する観点
から、食品等を自主回収する場合

沖縄県のホームページ さいたま市のホームページ 宇都宮市のホームページ 前橋市のホームページ

ア　回収対象商品
イ　報告受理年月日
ウ　回収の理由
エ　回収対象商品の製造日、販売量、販売
先など
オ　回収状況（廃棄・返品数量）
カ　報告者氏名及び所在地
キ　問合せ先（回収担当部署の連絡先）

ア　回収対象食品等の名称
イ　回収対象食品等を特定する情報（容
器包装の形態、内容量、製造年月日、
ロット番号等）
ウ　製造所または販売者の名称（固有記
号）、所在地
エ　消費期限・賞味期限
オ　販売先、販売年月日、販売数量
カ　回収を開始した年月日
キ　回収の理由、回収に至った原因
ク　予想される健康への影響
ケ　回収方法（販売店及び消費者からの
回収方法、回収した食品等の保管場所、
処理方法、回収から処理までの予定日
時、期間等）
コ　一般消費者への周知方法
サ　回収報告の担当者、所属部署、連絡
先
シ　備考
（※報告書への記載項目）

ア　回収する食品等の商品名（名称）
イ　回収する食品等を特定する情報（形態、容
量、消費期限、
賞味期限、製造番号、表示事項等）
ウ　食品等の出荷（販売）年月日、出荷先（販売
店）及びその数量
エ　回収を開始した年月日
オ　製造等が行われた事業所の名称及び所在
地
カ　回収の理由
キ　回収に至った原因
ク　回収方法（回収方法、回収情報の周知方
法、問い合わせ先、回収品の保管場所、回収終
了予定等）
ケ　想定される健康への影響
コ　担当者所属部署及び担当者名
サ　備考

（※報告書への記載項目）

ア　回収製品（食品等）名
イ　製造者名、加工者名、輸入業者名、
販売者名、包装形態、ロット等の当該食
品等を特定できる情報
ウ　消費期限、賞味期限
エ　回収実施事業者名
オ　問い合わせ先
カ　回収開始年月日
キ　回収理由
ク　拐取方法
ケ　健康面への影響（原則として、市内対
象業者が行う回収に係る情報に限る）
コ　管轄自治体名
サ　情報掲載年月日
シ　その他、必要な情報

・県民に対し、周知する必要があるときは、
公表する。

・当該自主回収に係る食品等により、人の健康
が損なわれ、又は消費者の信頼が著しく損なわ
れるおそれがあると認めるときは、その旨を告
示する。

事業者の意思に基づき掲載。
原則として、回収開始日から３ヵ月間。
ただし、
①賞味期限から１か月経過したもの
②消費期限から１週間を経過したもの
③食品等の回収終了が確認されたもの
については、3か月を待たずに削除でき
る。

1　回収対象食品等の名称
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収の理由
5　回収に至った原因
6　再発防止のため講じた措置
7　回収された食品等の保管場所及び処
分等の方法
8　処分等を行う時期
9　回収報告の担当者、所属部署、連絡先
10　備考

1　回収された食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び処分等の
方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当者所属部署及び担当者名

1　回収された食品等の商品名（名称）
2　回収終了年月日
3　回収された食品等の数量
4　回収に至った原因
5　再発防止のために講じた措置
6　回収された食品等の保管場所及び処
分等の方法
7　処分等を行う予定時期
8　担当部署、担当者氏名及び電話番号

http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kanky
o/seikatsueisei/syokuhin_nyuniku/syoku
hineisei_anzen_top.html

http://www.city.saitama.jp/www/cont
ents/1217827506935/index.html

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/eisei/
12125/008273.html

http://www.city.maebashi.gunma.jp/k
urashi/42/141/393/p003950.html
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【参考資料７】 食のリコールガイドラインの提案 

   （第２３回消費者安全専門調査会 配布資料（抜粋） 

 

１．NACS調査 
 昨年度、過去１年半の間の食品の自主回収について調査したものを以下に記載する。 

■調査について  

①調査対象  

 食品産業センターWeb サイト掲載の「食品事故情報告知ネット」  

   この Web サイトでは、告知文が全文掲載され、事故情報の分析も行われている。  

②調査対象期間  

 2008 年 6 月～2009 年 10 月までのうちから、531 件について実施した。  

 【参考】現在の食品企業が告知する製品回収等の情報発信  

  ・新聞社告・公的機関の HP（農林水産省、消費者庁、地方自治体、国  

  民生活センター食品産業センター）・食品メーカーHP 

 

■結果  

健康被害と法令違反を軸に４つのカテゴリーに分類した調査結果は次の図のとおりであ

る。  

  この場合の法令違反とは、食品衛生法、JAS 法、計量法、景品表示法等の違反とする。  

＜健康被害と法令違反との関係による分類＞ 

健康危害の恐れ/法令違反なし 11件 

原材料ではないアレルギー物質のコ

ンタミ（意図しない混入） 

健康危害の恐れ/法令違反あり 133件

危険異物の混入  

食中毒菌の発生  

アレルギー表示漏れ  

消費期限の期日を長く記載 

健康危害なし/法令違反なし 176件 

カビの発生  

異物の混入（危害なし）  

包装不良（液漏れ、破れ）  

異味異臭  

 一般生菌数の社内基準オーバー  

賞味期限切れの商品を販売  

賞味期限切れの原料を使用 

健康危害なし/法令違反あり 185件  

残留農薬基準違反(食品衛生法違反)  

未承認食品添加物の使用(食品衛生法

違反)  

食品添加物の使用基準違反  

賞味期限の期日を長く記載 

 

 

・健康被害の可能性のあるものは約 4分の１ 

高 

 

健

康

被

害 

 

 

低 

無       法令違反          有
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【参考資料 8】 消費者安全専門調査会 審議経過 

 

平成 25 年 8月 22 日 

消費者委員会事務局 

 

開催回 開催日時 議題 

第 22 回 平成 25 年 5月 13 日（月） 

15:30～18:15 

●消費者安全専門調査会の今後の進め方について 

●食品リコールの現状について 

 ヒアリング先：消費者庁食品表示課 

        厚生労働省食品安全部監視安全課 

        東京都福祉保健局健康安全部食品監視課 

第 23 回 平成 25 年 6月 20 日（木） 

13:30～15:30 

●消費者安全専門調査会の今後の進め方について 

●食品リコールの現状について 

 ヒアリング先：公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コン

サルタント協会 

        群馬県健康福祉部食品安全局 

第 24 回 平成 25 年 7月 12 日（金） 

15:30～18:00 

●前回までのヒアリング内容の整理 

●食品リコールの現状について 

 ヒアリング先：イオン株式会社 

        消費者庁消費者安全課 

●取りまとめの方向性について意見交換 

第 25 回 平成 25 年 7月 29 日（月） 

13:30～15:30 

●前回までのヒアリング内容の整理 

●食品リコールの現状について 

 ヒアリング先：農林水産省 消費・安全局表示・規格課 

        食品事業者団体へのヒアリング結果報告 

●取りまとめの方向性について意見交換 

第 26 回 平成 25 年 8月 22 日（木） 

13:30～16:00 

●前回までのヒアリング内容の整理 

●取りまとめ案について 

 

 平成 25 年 8月 27 日（火） 

16:00～ 

●消費者委員会への報告 
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【参考資料 9】 消費者安全専門調査会 委員名簿 

 

 

消費者安全専門調査会 委員名簿 
 

（敬称略、50 音順） 

１．専門委員 

内堀 伸健  日本生活協同組合連合会執行役員品質保証本部長 

片山 登志子 特定非営利活動法人消費者ネット関西専務理事 

齋藤 憲道  同志社大学法学部教授 

佐野 真理子 主婦連合会事務局長 

佐竹 愛子  公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント 

協会 消費者相談室副室長 

田澤 とみ惠 社団法人全国消費生活相談員協会参与 

鶴岡 憲一  元読売新聞東京本社編集委員 

（座長代理）中川 丈久  神戸大学大学院法学研究科教授 

中嶋 洋介  一般社団法人品質と安全文化フォーラム代表理事 

中村 晶子  弁護士 

中村  均  ＴＯＴＯ株式会社顧問 

（座長）松岡  猛  宇都宮大学大学院工学研究科機械知能工学専攻客員教授 

横矢 真理  特定非営利活動法人子どもの危険回避研究所所長 

 

２．臨時委員 

澁谷 いづみ 豊川保健所長 

戸部 依子 公益社団法人日本消費者生活アドバイザー・コンサルタント 

協会 食生活特別委員会委員長 

 

３．消費者委員会担当委員 

小幡 純子  上智大学法科大学院教授 

夏目 智子  全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 

 

 以上 １７名 
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